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高

橋

秀

直

【
要
約
】
　
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
征
韓
論
政
変
に
つ
い
て
の
通
説
は
動
揺
し
研
究
は
活
発
化
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
か
か
る
征
韓
論
政
変
の
朝
鮮
問

題
と
し
て
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
一
八
七
三
年
九
月
以
降
、
政
府
内
部
に
お
い
て
実
際
に
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
二
つ
の
考
え
が
対
立
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
西
郷
ら
の
遣
使
1
1
征
韓
論
と

大
久
保
・
木
戸
・
岩
倉
ら
の
内
地
優
先
の
立
場
よ
り
す
る
遣
使
不
可
1
1
征
韓
反
対
論
の
対
立
で
あ
る
。
し
か
し
大
久
保
ら
内
治
派
は
閣
議
に
お
い
て
、
本

来
の
主
張
で
あ
る
遣
使
反
対
論
で
は
な
く
、
西
郷
に
あ
ゆ
み
よ
っ
た
延
期
論
を
主
張
し
た
。
こ
れ
は
八
月
一
七
日
の
閣
議
決
定
を
誤
解
し
て
思
い
つ
め
て

い
る
西
郷
の
心
理
を
考
慮
、
彼
と
の
決
裂
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
西
郷
は
納
得
せ
ず
、
政
府
の
分
裂
、

政
変
と
な
っ
た
。
政
変
で
内
治
派
は
勝
利
を
し
め
た
が
、
閣
議
で
の
自
ら
の
主
張
に
し
ば
ら
れ
、
新
政
権
は
遠
か
ら
ず
朝
鮮
へ
の
遣
使
を
実
行
す
る
義
務

を
負
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
五
巻
二
号
　
一
九
九
二
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
の
日
本
の
朝
鮮
政
策
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
日
朝
間
の
交
渉
は
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
九
月

の
外
務
大
丞
花
房
義
母
の
派
遣
・
在
韓
邦
人
の
引
揚
で
一
旦
断
絶
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
朝
鮮
問
題
と
は
、
現
実
の
日
朝
交
渉
で
は
な
く
、

今
後
と
る
べ
き
朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
る
日
本
国
内
の
葛
藤
が
そ
の
内
容
と
な
る
。
そ
し
て
周
知
の
よ
う
に
こ
の
明
治
六
年
の
一
〇
月
、
朝
鮮
政
策

に
つ
い
て
の
対
立
、
即
ち
西
郷
隆
盛
の
朝
鮮
派
遣
の
可
否
を
め
ぐ
る
対
立
に
よ
り
政
府
は
分
裂
し
政
変
に
至
る
。
所
謂
、
征
韓
論
政
変
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
馬
韓
論
政
変
の
朝
鮮
問
題
と
し
て
の
意
味
の
解
明
を
課
題
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
近
代
日
本
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②

の
朝
鮮
政
策
の
展
開
を
解
明
す
る
試
み
の
一
環
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
征
韓
論
政
変
の
朝
鮮
問
題
と
し
て
の
意
味
に
つ
い
て
の
従
来
の
通
説
は
、
思
惑
を
主
張
す
る
西
郷
ら
留
守
政
府
派
と
内
治
優
先
の
立
場
よ
り

こ
れ
に
反
対
す
る
大
久
保
利
通
ら
使
節
団
派
の
対
立
が
発
生
し
、
後
老
の
勝
利
に
終
わ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
七
〇
年
代
後

半
、
毛
利
敏
彦
氏
の
研
究
（
『
明
治
六
年
政
変
の
研
究
』
、
有
斐
閣
、
一
九
七
八
・
『
明
治
六
年
政
変
』
、
中
央
公
論
社
、
…
九
七
九
）
が
登
場
し
、
西
郷
は
本

書
を
主
張
し
て
お
ら
ず
、
彼
の
遣
使
の
可
否
は
政
変
に
お
け
る
真
の
争
点
で
は
な
く
大
久
保
ら
の
政
敵
追
放
の
陰
謀
の
名
目
と
し
て
利
用
さ
れ

た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
通
説
の
徹
底
的
批
判
を
行
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
、
毛
利
氏
の
新
説
の
当
否
を
中
心
に
研
究
は
活
性
化
し
、

佐
々
木
克
「
毛
利
敏
彦
著
『
明
治
六
年
政
変
の
研
究
』
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二
一
四
号
、
一
九
八
○
一
六
）
・
毛
利
「
佐
々
木
幡
氏
の
拙
著
『
明
治
六

年
政
変
の
研
究
』
書
評
に
答
え
る
」
（
同
二
～
九
号
、
一
九
八
○
一
一
一
）
・
家
近
良
樹
「
「
明
治
六
年
政
変
」
と
大
久
保
利
通
の
政
治
的
意
図
」
（
同

二
三
二
号
、
一
九
八
一
－
一
二
）
・
西
尾
林
太
郎
「
明
治
六
年
政
変
と
木
戸
孝
允
」
（
『
政
治
経
済
史
学
』
一
九
四
号
、
一
九
ハ
ニ
ー
七
）
・
坂
野
潤
治
「
明

治
政
権
の
確
立
」
第
一
節
（
大
久
保
利
謙
他
編
『
日
本
歴
史
大
系
』
4
、
山
川
出
版
社
、
一
九
八
七
）
・
飛
鳥
井
雅
道
「
西
郷
隆
盛
は
平
和
主
義
老
だ
っ

た
か
」
（
藤
原
彰
他
編
『
近
代
近
代
史
の
虚
像
と
実
像
』
－
、
大
月
書
店
、
一
九
九
〇
）
・
喜
平
錫
『
征
韓
論
政
変
』
（
サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
九
〇
）
・
田

村
貞
雄
「
「
征
韓
論
」
政
変
の
史
料
批
判
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
六
一
五
号
、
一
九
九
一
一
一
）
・
毛
利
「
明
治
六
年
政
変
論
の
検
証
」
（
同
六
二
四
号
、

一
九
九
一
i
一
〇
）
等
多
く
の
論
考
が
発
表
さ
れ
、
こ
の
問
題
は
近
年
の
日
本
近
代
史
研
究
の
中
心
的
主
題
の
一
つ
と
な
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
毛
利
説
の
可
否
を
中
心
に
、
征
韓
論
政
変
の
朝
鮮
政
策
と
し
て
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

qゆ

@
西
郷
の
意
図
に
つ
い
て

　
西
郷
の
主
張
は
一
〇
月
一
七
目
の
出
使
始
末
書
（
多
田
好
問
編
『
岩
倉
公
実
記
』
下
、
原
書
房
復
刻
、
一
九
六
八
、
穴
九
、
七
〇
頁
）
に
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
趣
旨
は
、
A
、
朝
鮮
へ
の
即
時
派
兵
は
な
す
べ
き
で
は
な
く
、
代
り
に
西
郷
が
非
武
装
で
渡
果
し
平
和
的
に
国
交
樹
立
を
試
み
る
、

B
、
そ
れ
で
も
朝
鮮
側
が
応
じ
な
い
場
合
は
「
其
々
可
問
」
、
即
ち
開
戦
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
西
郷
の
主
張
は
、
A
の
段
階
で
交
渉
が
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成
功
し
な
け
れ
ば
、
B
の
開
戦
に
至
る
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
開
戦
を
賭
し
て
も
こ
の
機
に
国
交
の
樹
立
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
A
の
段
階
で
交
渉
が
成
功
す
る
高
い
見
込
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
開
戦
を
期
し
た
主
張
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
周
知
の
よ
う
に
西
郷
は
こ
の
時
、
板
垣
退
助
宛
の
書
翰
の
中
で
、
使
節
（
西
郷
）
は
朝
鮮
で
暴
殺
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
交
渉
失
敗
の
見
通
し

を
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
よ
り
従
来
西
郷
は
征
韓
論
者
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
毛
利
氏
は
こ
の
使
節
暴
殺
の
見
通
し
は
西
郷
の
真
意
で
は
な

く
、
彼
に
は
対
朝
交
渉
に
成
功
す
る
自
信
が
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
（
『
朗
治
六
年
政
変
』
、
一
二
八
、
九
頁
）
。
か
か
る
見
解
の
妥
当
性
が
問
題

と
な
る
。

76　（220）

働
西
郷
遣
使
の
意
味
に
つ
い
て

　
毛
利
氏
は
、
西
郷
が
平
和
的
意
図
を
持
っ
て
い
る
以
上
、
開
戦
阻
止
を
理
由
と
す
る
大
久
保
の
遣
使
反
対
論
は
成
り
た
た
な
い
と
さ
れ
る

（
同
、
一
七
六
～
～
七
九
頁
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
家
近
氏
は
、
西
郷
の
主
観
的
意
図
と
西
郷
遣
使
の
客
観
的
意
味
は
二
次
元
の
問
題
で
あ
る
と
批

判
さ
れ
る
。
即
ち
朝
鮮
側
が
霞
郷
の
国
交
樹
立
要
求
を
拒
め
ば
開
戦
と
な
る
以
上
、
西
郷
に
よ
る
交
渉
の
成
功
の
見
通
し
が
低
い
と
大
久
保
が

判
断
す
れ
ば
、
西
郷
の
真
意
の
如
何
を
争
わ
ず
、
開
戦
阻
止
の
立
場
よ
り
遣
使
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
（
家
近

前
掲
論
文
、
五
九
、
六
〇
頁
）
、
妥
当
な
主
張
で
あ
る
。
西
郷
遣
使
に
よ
る
交
渉
の
前
途
に
つ
い
て
大
久
保
ら
は
い
か
な
る
予
想
を
持
っ
て
い
た
の

か
、
そ
し
て
客
観
的
に
ど
う
で
あ
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

圖
　
大
久
保
ら
の
意
図
に
つ
い
て

　
政
変
時
に
お
い
て
、
内
治
優
先
・
開
戦
阻
止
の
立
場
よ
り
す
る
西
郷
遣
使
反
対
の
考
え
を
大
久
保
ら
が
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
結
論
を
先
取

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
実
と
し
て
あ
る
。
聞
題
は
こ
れ
を
彼
ら
の
真
意
と
見
る
か
、
あ
る
い
は
権
力
闘
争
の
た
め
の
名
分
と
見
る
か
に
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
征
言
論
政
変
後
の
大
久
保
政
権
の
実
際
の
鰐
外
政
策
（
朝
鮮
へ
の
使
者
の
派
遣
を
主
張
す
る
明
治
七
年
二
月
の
大
久
保
・
大
隈
重



征韓論政変と朝鮮政策（高橋）

信
の
連
名
の
意
見
書
〔
『
大
久
保
利
通
文
書
』
五
、
東
京
大
学
出
版
会
復
刻
、
一
九
八
三
、
三
七
一
～
三
七
三
頁
〕
・
四
月
よ
り
の
台
湾
出
兵
）
を
い
か
に
理
解

す
る
か
、
そ
れ
と
内
治
優
先
の
論
埋
と
の
不
調
和
を
ど
う
把
え
る
か
が
、
決
定
的
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　
本
稿
は
征
走
査
政
変
の
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
以
上
の
ω
・
②
の
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
㈲
の
大
久
保

政
権
の
対
外
政
策
の
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
分
析
の
基
礎
は
本
稿
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
征
韓
論
政
変
の
朝
鮮
政
策
と
し
て
の
意
味
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
本
稿
は
以
下
の
点
を
留
意
す
る
。

　
第
一
に
明
治
初
年
以
来
の
朝
鮮
政
策
の
展
開
の
中
で
こ
れ
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
致
変
時
の
諸
勢
力
の
朝
鮮
政
策
は
、
明
治
初
年
以

来
の
複
雑
な
経
緯
の
上
に
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
流
れ
の
中
に
置
い
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
例
え

ば
西
郷
の
主
張
す
る
非
武
装
．
遣
使
論
は
こ
れ
の
み
よ
り
見
れ
ば
、
朝
鮮
側
へ
の
穏
健
な
協
調
的
方
策
に
見
え
る
。
し
か
し
魚
心
の
派
遣
す
る
使

節
の
み
認
め
、
日
本
政
府
の
使
節
と
は
交
渉
に
応
じ
な
い
と
い
う
、
こ
の
時
ま
で
の
一
貫
し
た
朝
鮮
側
の
主
張
よ
り
こ
れ
を
見
る
な
ら
ば
、
西

郷
の
政
府
正
式
使
節
（
「
皇
使
」
）
と
し
て
の
派
遣
は
、
極
め
て
挑
戦
的
な
意
味
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
政
変
時
に
お
け
る
諸
勢
力
の
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
動
き
を
出
来
る
だ
け
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
危
機

の
時
期
に
お
い
て
は
、
事
態
の
進
行
に
し
め
る
個
入
江
・
偶
然
的
要
素
の
比
重
は
大
き
な
も
の
と
な
る
。
明
治
六
年
の
こ
の
政
変
も
例
外
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
各
々
の
段
階
に
お
い
て
大
久
保
ら
が
何
を
考
え
、
何
を
実
際
に
主
張
し
た
の
か
な
ど
が
具
体
的
に
追
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
政
変
の
具
体
的
過
程
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
『
岩
倉
公
実
記
』
な
ど
が
描
い
て
き
た
歴
史
画
に
対
し
て
、
毛
利
玩
の
著
作
以
降
、
再
検
討
が

進
め
ら
れ
、
最
近
で
は
姜
民
の
精
密
な
史
料
批
判
の
試
み
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
八
月
一
七
日
の
西
郷
遣
使
の
閣
議
決
定
と
は

具
体
的
に
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
に
対
し
天
皇
は
ど
の
よ
う
に
答
え
た
の
か
、
西
郷
と
岩
倉
・
大
久
保
が
激
論
し
た
一
〇
月
一

四
、
五
日
の
閣
議
の
実
際
の
争
点
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
一
〇
月
二
三
日
の
岩
倉
の
上
奏
の
内
容
は
実
際
に
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、

等
、
ま
さ
に
政
変
の
基
本
的
事
実
に
つ
い
て
な
お
検
討
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
1
章
に
お
い
て
は
、
明
治
元
年
よ
り
五
年
に
至
る
日
本
の
朝
鮮
政
策
の
展
開
を
概
観
し
、
そ
れ
を
ふ
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ま
え
て
西
郷
の
遣
使
手
が
持
っ
た
意
味
を
検
討
す
る
。
1
章
で
は
、
大
久
保
ら
所
謂
、
内
治
派
が
政
変
に
お
い
て
実
際
に
主
張
し
た
朝
鮮
政
策

と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
を
中
心
に
、
政
変
に
お
け
る
朝
鮮
政
策
の
対
立
の
実
態
を
解
明
す
る
。

　
本
稿
で
使
用
す
る
文
献
の
内
、
日
本
史
籍
協
会
叢
書
（
東
京
大
学
出
版
会
復
刻
）
の
『
大
久
保
利
通
文
書
』
・
『
岩
倉
具
視
関
係
文
書
』
・
『
大
隈

重
信
関
係
文
書
』
は
『
大
久
保
文
書
』
〔
史
〕
・
『
岩
倉
文
書
』
〔
史
〕
・
『
大
隈
文
書
』
〔
史
〕
と
表
記
す
る
。
使
用
し
た
未
公
刊
史
料
、
『
岩
倉
具

視
関
係
文
書
』
中
の
「
明
治
六
年
征
暴
論
一
件
」
一
、
一
一
（
以
下
、
「
征
韓
藍
一
件
」
～
、
二
）
・
『
木
戸
家
文
書
』
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
国
立
国

会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
。

　
史
料
の
引
用
に
あ
た
り
傍
点
・
傍
線
・
（
）
な
ど
は
こ
と
わ
ら
ぬ
限
り
す
べ
て
高
橋
に
よ
る
。
未
公
刊
史
料
の
引
用
で
は
、
表
記
は
旧
字
体

を
新
字
体
に
す
る
な
ど
適
宜
改
め
た
。

①
権
力
闘
争
の
側
面
な
ど
も
含
め
た
征
素
論
政
変
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
画
稿

　
「
昌
栄
論
政
変
の
政
治
過
程
」
（
未
発
表
）
で
明
ら
か
に
す
る
。

②
　
朝
鮮
政
策
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
維
新
直
後
よ
り
明
治
五
年
ま
で
は
「
維
新
政

　
府
の
朝
鮮
政
策
と
木
戸
孝
允
」
（
『
人
文
論
集
』
〔
神
戸
商
科
大
〕
二
六
一
一
・
二

合
併
号
、
一
九
九
〇
i
＝
一
Y
「
廃
藩
概
県
後
の
朝
鮮
政
策
」
（
同
二
六
1
三
・

　
四
合
併
号
、
一
九
九
一
i
三
）
で
、
江
華
条
約
よ
り
巨
文
島
事
件
発
生
の
一
八
八

五
年
ま
で
に
つ
い
て
は
「
壬
午
寮
変
と
明
治
政
府
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
六
〇
一
号
、

一
九
八
九
～
一
二
）
・
「
壬
午
事
変
後
の
朝
鮮
問
題
」
（
『
史
林
』
七
輪
ー
五
号
、
一

九
八
九
一
九
）
・
「
形
成
期
明
治
園
家
と
朝
鮮
問
題
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
八
i
三
号
、

一
九
心
素
一
三
）
・
コ
八
八
○
年
代
の
朝
鮮
問
題
と
国
際
政
治
」
（
『
史
林
』
七
一

一
六
号
、
一
九
八
八
i
＝
）
で
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
。
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朝
鮮
政
策
の
展
開
と
西
郷
遣
使
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①

朝
鮮
政
策
の
展
開
－
明
治
元
～
五
年
一
1
・

　
江
戸
時
代
、
日
朝
間
に
は
将
軍
と
朝
鮮
国
王
を
対
等
と
す
る
国
交
が
成
立
し
て
い
た
。
日
朝
間
の
日
常
的
交
渉
は
対
馬
藩
（
宗
門
）
が
家
役
と

し
て
行
っ
て
い
た
。
同
藩
は
釜
山
に
生
落
を
与
え
ら
れ
、
そ
こ
に
歳
比
量
な
ど
を
渡
航
さ
せ
て
い
た
。
宗
罠
に
よ
る
無
縫
交
渉
を
以
後
宗
氏
ル

ー
ト
と
呼
ぶ
。



征韓論政変と朝鮮政策（高橋）

　
維
新
番
新
政
府
は
、
廃
朝
交
渉
に
着
手
し
た
が
、
そ
の
目
的
は
従
来
よ
り
の
国
交
の
継
続
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
改
革
を
も
め

ざ
し
て
い
た
。
そ
の
目
的
は
、
西
欧
的
外
交
原
理
に
基
づ
く
新
た
な
形
で
の
国
交
の
樹
立
と
制
限
貿
易
よ
り
自
由
貿
易
へ
の
移
行
で
あ
っ
た
。

こ
の
改
革
は
朝
鮮
の
外
交
体
制
で
あ
る
「
鎖
国
」
体
調
の
修
正
を
迫
る
も
の
で
あ
り
、
朝
鮮
側
に
と
り
容
易
に
応
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
そ
し
て
維
新
政
府
の
こ
の
改
革
要
求
の
背
後
に
は
、
開
国
へ
の
転
換
を
主
導
す
る
こ
と
で
朝
鮮
へ
の
影
響
力
を
獲
得
し
よ
う
と
い
う
特
認

国
権
拡
張
の
志
向
が
存
在
し
て
い
た
。

　
維
新
政
府
の
対
朝
交
渉
は
明
治
元
年
＝
一
月
（
一
八
六
九
年
　
月
）
の
大
半
信
の
派
遣
で
始
ま
っ
た
。
大
修
使
は
形
式
上
は
宗
氏
の
使
節
で
あ

り
、
従
来
の
宗
氏
ル
ー
ト
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
修
使
の
使
命
は
、
幕
府
の
崩
壊
・
朝
廷
の
政
権
掌
握
の
通
知
と
國
交
継
承
の
希
望
の

表
明
で
あ
り
、
国
交
の
改
革
は
ま
だ
課
題
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
朝
鮮
政
府
は
、
大
行
使
の
持
参
し
た
書
契
（
外
交
文
書
）
の
受
理
を

拒
み
、
交
渉
は
入
口
で
行
詰
っ
た
。
朝
鮮
語
の
受
理
拒
否
の
理
由
は
、
書
契
の
違
例
で
あ
り
、
そ
の
最
大
の
問
題
点
は
皇
・
勅
字
句
の
使
用
に

あ
っ
た
。
朝
鮮
側
に
と
り
こ
れ
は
宗
主
国
た
る
清
国
の
み
が
使
用
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
日
本
が
使
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、

朝
鮮
が
日
本
の
格
下
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
皇
・
勅
問
題
争
点
化
に
は
、
右
の
よ
う
な
名
分
論
の

み
で
は
な
く
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
日
本
が
朝
鮮
を
侵
略
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
秀
吉
以
来
の
対
日
不
信
や
富
岳
朝
鮮
政
府
の
実
権
を

握
っ
て
い
た
大
院
君
の
撲
夷
主
義
も
背
景
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

　
大
修
使
交
渉
の
行
詰
り
に
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
日
本
政
府
内
部
で
二
つ
の
対
朝
政
策
路
線
が
形
成
さ
れ
た
。
一
つ
は
「
皇
使
」
派
遣
論
で

あ
る
。
「
皇
使
」
と
は
宗
氏
ル
ー
ト
の
使
節
で
は
な
く
、
天
皇
の
出
す
国
書
を
持
つ
政
府
の
正
式
使
節
で
あ
る
。
「
豊
使
」
派
遣
に
は
政
府
の
面

子
が
か
か
る
こ
と
に
な
り
、
失
敗
は
許
さ
れ
ず
、
朝
鮮
語
が
な
お
国
交
要
求
を
拒
む
時
は
開
戦
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
場
合
に

よ
っ
て
は
軍
事
力
を
行
使
し
て
で
も
要
求
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
政
策
で
あ
り
、
対
朝
強
硬
路
線
を
意
味
し
て
い
た
。
も
う
一
つ
は
「
穏
健
」

路
線
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
た
な
形
で
の
国
交
の
樹
立
と
い
う
交
渉
目
的
は
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
開
戦
の
危
険
性
の
高
い
「
皇
使
」
派
遣
は
さ
け

別
の
方
式
（
築
三
ル
ー
ト
に
よ
る
交
渉
の
継
続
、
宗
主
国
で
あ
る
清
と
先
に
交
渉
し
た
上
で
の
朝
鮮
と
の
交
渉
な
ど
）
で
交
渉
の
進
展
を
図
ろ
う
と
す
る
も
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の
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
路
線
に
つ
い
て
主
張
者
は
圃
定
し
た
も
の
で
は
な
く
時
期
に
よ
り
変
化
し
て
い
た
（
例
え
ば
木
戸
孝
允
は
明
治
二
、

三
年
の
二
年
間
に
、
強
硬
↓
「
穏
健
」
↓
強
硬
↓
「
穏
健
」
と
移
行
し
た
）
。

　
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
六
月
頃
、
強
硬
論
は
強
ま
る
が
そ
れ
は
結
局
敗
北
し
、
同
年
一
二
月
、
吉
岡
弘
毅
を
中
心
と
す
る
外
務
官
員
が
朝
鮮

に
派
遣
さ
れ
た
。
吉
岡
使
節
団
は
、
政
府
の
使
節
で
あ
っ
た
が
、
「
労
使
」
で
は
な
く
、
正
式
交
渉
の
「
前
引
合
」
一
1
根
回
し
役
で
、
い
わ
ば
略

式
政
府
使
節
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
地
位
も
低
く
国
墾
局
の
吉
岡
で
さ
え
外
務
権
割
譲
の
微
官
で
、
そ
の
成
否
に
政
府
の
面
子

が
か
か
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
交
渉
目
的
は
、
正
式
の
国
交
、
即
ち
天
皇
と
朝
鮮
国
王
間
の
国
交
で
は
な
く
、
そ

の
一
段
下
の
双
方
の
政
府
次
元
で
の
交
渉
ル
ー
ト
の
設
定
で
あ
っ
た
。
前
者
の
場
合
、
名
分
上
、
皇
・
勅
字
句
を
書
契
に
使
用
す
る
こ
と
は
不

可
避
で
紛
糾
は
確
実
と
な
る
が
、
後
者
の
場
合
は
、
双
方
の
政
府
は
対
等
で
あ
り
書
契
に
お
い
て
皇
・
勅
字
句
の
使
用
は
さ
け
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
あ
り
、
日
朝
交
渉
の
最
大
の
難
点
と
な
っ
て
い
た
皇
・
勅
問
題
を
こ
れ
で
棚
上
げ
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
政
府

次
元
で
の
交
渉
ル
ー
ト
設
定
論
の
こ
と
を
以
下
、
「
政
府
等
対
」
論
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
吉
岡
ら
の
持
参
し
た
書
契
に
は
皇
・
勅
字
句
は
含
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
こ
の
時
、
朝
鮮
側
は
こ
の
妥
協
的
解
決
策
に
の
ら
ず
吉
岡
使
節
団
の
交
渉
も
行
詰
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
吉
岡
ら
は
行
詰
り
打
破
の

新
な
方
策
を
考
え
た
。
そ
れ
は
交
渉
は
あ
く
ま
で
先
例
通
り
に
行
う
べ
き
と
い
う
朝
鮮
側
の
主
張
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
宗
氏
ル
…
ト
を
廃
止

す
る
一
方
、
朝
鮮
側
に
信
用
の
あ
る
宗
二
品
ら
を
渡
韓
さ
せ
説
得
に
あ
た
ら
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
吉
岡
ら
は
こ
の
宗
幾
渡
藩
論
を
具

申
、
明
治
四
年
五
月
（
一
八
七
一
年
七
月
）
、
維
新
政
府
は
こ
れ
を
認
め
た
が
、
そ
の
実
行
前
に
廃
藩
置
県
と
な
っ
た
。

　
廃
藩
置
県
後
の
政
府
（
以
下
、
廃
藩
政
府
）
は
、
最
初
、
里
下
渡
議
論
を
継
承
、
そ
の
準
備
を
進
め
た
。
し
か
し
岩
倉
使
節
団
が
決
定
さ
れ
そ

の
準
備
が
進
め
ら
れ
る
と
そ
れ
は
再
検
討
さ
れ
、
一
〇
月
初
め
羽
茂
で
は
な
く
そ
の
家
臣
を
代
り
に
派
遣
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し

家
臣
で
は
交
渉
成
功
の
見
通
し
は
低
く
む
し
ろ
関
係
の
一
層
の
悪
化
が
予
想
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
を
受
け
、
外
務
省
は
、
使
節
派
遣
の
具
体
的

手
続
を
考
案
し
た
。
そ
れ
は
交
渉
が
行
詰
っ
た
場
合
は
在
韓
邦
人
の
引
揚
を
行
う
と
い
う
交
渉
断
絶
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
強
硬
路
線
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に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
く
、
引
揚
の
衝
撃
に
よ
り
朝
鮮
側
が
譲
歩
し
交
渉
を
再
開
、
「
政
府
等
対
」
論
の
実
現
に
至
る
と
い
う
筋
道
を
期
待

し
た
「
穏
健
」
路
線
の
枠
内
の
も
の
で
、
持
参
す
べ
く
用
意
さ
れ
た
書
契
の
案
文
に
は
皇
・
勅
字
句
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
こ
の
外
務
省
案
に
対
し
正
院
の
決
定
は
畏
友
お
り
な
か
っ
た
。
そ
し
て
岩
倉
使
節
団
出
発
直
前
の
一
一
月
九
日
目
朝
鮮
政
策
に
つ
い

て
の
政
府
最
高
首
脳
の
会
議
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
会
議
で
は
「
皇
使
」
の
即
時
派
遣
を
主
張
す
る
板
垣
退
助
ら
の
強
硬
論
と
そ
れ
に
反
対
す
る

岩
倉
具
視
ら
の
「
穏
健
」
論
が
対
立
し
た
。
「
穏
健
」
論
の
根
拠
は
、
当
面
国
内
改
革
に
集
中
し
対
外
戦
は
さ
け
る
べ
き
と
い
う
内
治
優
先
論

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
結
局
、
愚
老
が
勝
利
を
し
め
、
岩
倉
使
節
団
帰
国
ま
で
朝
鮮
問
題
を
凍
結
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
廃
藩
政
府

が
そ
の
内
部
に
強
硬
論
を
含
み
つ
つ
も
基
本
的
に
は
「
穏
健
」
論
が
優
位
を
し
め
る
政
府
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
交
渉
の
断

絶
を
も
た
ら
す
一
〇
月
初
め
の
家
臣
派
遣
方
針
は
こ
の
決
定
に
適
合
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
こ
に
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
会
議
の
段
階
に
お
い
て
は
正
院
の
「
穏
健
」
論
者
は
凍
結
を
し
ば
ら
く
続
け
た
後
、
翌
春
あ
る
い
は
岩
倉
使
節
団
帰
国
後
あ
ら
た
め
て

宗
氏
を
陰
型
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
し
か
し
岩
倉
使
節
団
が
出
発
し
留
守
政
府
と
な
る
と
朝
鮮
政
策
は
こ
れ
と
異
な
る
方
向
に
動
き
出

し
た
。
ま
ず
外
務
省
の
反
対
を
抑
え
、
家
臣
使
節
の
持
参
す
る
書
契
案
の
修
正
を
行
い
、
皇
・
勅
字
句
を
そ
れ
に
含
ま
せ
た
。
こ
れ
は
日
朝
間

の
原
則
的
対
立
を
必
然
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
明
治
三
年
宋
以
来
の
「
政
府
等
量
」
論
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
宗
氏
渡
韓
も
見

合
わ
せ
で
は
な
く
、
中
止
さ
れ
た
。
留
守
政
府
の
意
図
は
宗
氏
渡
韓
に
よ
る
交
渉
の
再
開
、
「
政
府
等
対
」
論
の
実
現
で
は
な
く
、
原
則
的
対

立
を
復
活
し
た
上
で
、
交
渉
を
決
裂
さ
せ
、
折
を
見
て
「
国
使
」
派
遣
に
ふ
み
き
ろ
う
と
い
う
強
硬
路
線
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
留
守
政
府

は
廃
藩
政
府
段
階
で
決
め
ら
れ
た
朝
鮮
問
題
の
当
面
凍
結
方
針
は
守
り
は
し
た
が
、
交
渉
の
論
理
に
お
い
て
は
対
立
必
至
の
原
則
的
問
題
を
復

活
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
留
守
政
府
が
、
対
外
強
硬
路
線
に
傾
斜
し
た
性
格
を
持
つ
政
府
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
明
治
五
年
一
月
、
宗
氏
の
家
臣
相
楽
正
樹
が
使
節
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
が
交
渉
は
当
然
行
詰
り
、
梢
楽
ら
は
禁
を
破
り
倭
館
を
出
て
朝
鮮
側

の
役
所
（
東
莱
府
）
に
お
し
か
け
る
と
い
う
強
硬
策
に
出
た
上
で
釜
山
よ
り
引
揚
げ
た
。
そ
し
て
九
月
外
務
大
脳
花
房
上
質
が
釜
山
に
渡
り
、
倭

館
を
外
務
省
の
直
轄
下
に
お
い
た
上
で
在
留
者
の
引
揚
を
行
っ
た
。
こ
う
し
て
明
治
初
年
以
来
続
け
ら
れ
て
い
た
日
朝
交
渉
は
一
旦
断
絶
し
、
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朝
鮮
問
題
は
当
面
、
凍
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
西
郷
遣
使
論
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明
治
五
年
以
降
、
留
守
政
府
の
開
化
政
策
の
強
行
に
よ
り
二
念
の
不
満
は
高
ま
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
そ
の
不
満
を
そ
ら
す
た
め
に
対
外
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
利
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
留
守
政
府
内
部
で
強
ま
っ
て
く
る
。
そ
の
最
初
の
あ
ら
わ
れ
が
、
明
治
五
年
後
半
の
征
台
論
で
あ
っ
た
。

　
明
治
四
年
＝
月
（
一
八
七
一
年
＝
一
月
）
琉
球
人
の
船
が
台
湾
に
漂
着
、
そ
こ
で
暴
行
・
略
奪
に
あ
っ
た
。
こ
の
情
報
を
明
治
五
年
後
半
に

知
っ
た
日
本
政
府
の
内
部
で
は
征
坐
論
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
主
唱
者
は
外
務
卿
副
島
種
臣
で
あ
っ
た
。
彼
の
主
張
の
背
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
徴
兵
令
や
家
禄
削
減
に
対
す
る
士
族
の
不
満
を
対
外
問
題
に
そ
ら
す
と
い
う
意
図
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
大
蔵
省
を
支
配
す
る
大

蔵
大
輔
井
上
馨
は
強
硬
に
反
対
し
た
。
彼
の
反
対
論
は
「
国
威
ヲ
揚
ン
ト
セ
バ
先
内
務
ヲ
調
、
内
富
強
ノ
基
礎
相
立
、
然
後
難
二
及
ブ
ヲ
順
序

　
④
ト
ス
」
と
い
う
内
治
優
先
論
に
基
づ
い
て
い
た
。
こ
の
対
立
で
は
井
上
が
又
段
子
論
に
）
不
満
二
思
フ
者
、
大
蔵
連
中
ト
山
狂
（
山
県
有
朋
、
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

軍
大
輔
）
・
鳥
尾
（
小
弥
太
、
陸
軍
省
軍
務
局
長
）
杯
ノ
ミ
」
と
嘆
く
よ
う
に
、
留
守
政
府
の
大
勢
は
征
台
に
傾
き
、
反
対
論
者
は
大
蔵
省
と
軍
内
長

州
派
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
悪
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
井
上
は
必
死
に
抵
抗
し
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
三
月
の
副
島
の
清
派
遣
に
至
る

ま
で
は
征
台
論
を
抑
え
こ
む
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
同
年
五
月
井
上
が
失
脚
す
る
と
政
府
内
に
お
け
る
歯
止
め
は
失
わ
れ
、
留
守
政
府
は

対
外
強
硬
論
的
志
向
が
極
め
て
強
い
政
府
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
朝
鮮
よ
り
の
報
告
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
五
年
の
在
韓
邦
人
の
引
揚
以
後
も
外
務
省
の
駐
在
官
な
ど
若
干
名
は
大
日
本
公
館
（
旧
、
倭
館
）
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
一
人
の
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

務
官
員
広
津
弘
信
は
、
明
治
六
年
五
月
三
一
日
付
の
報
告
で
、
日
本
商
人
の
密
貿
易
に
対
す
る
朝
鮮
政
府
の
取
締
り
が
強
化
さ
れ
、
そ
れ
を
禁

じ
る
掲
示
の
中
に
日
本
を
侮
辱
す
る
句
が
あ
っ
た
と
報
じ
た
。
し
か
し
一
方
こ
の
時
日
本
政
府
は
朝
鮮
政
府
に
武
器
を
輸
出
し
よ
う
と
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
朝
鮮
現
地
の
情
勢
は
緊
迫
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
広
津
報
告
に
対
し
日
本
政
府
は
過
敏
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
反
応
を
示
し
、
六
月
も
し
く
は
七
月
、
朝
鮮
議
案
と
通
称
さ
れ
る
対
朝
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政
策
案
（
『
岩
倉
公
実
記
』
下
、
四
六
～
四
九
頁
）
を
閣
議
に
か
け
た
。
こ
の
議
案
は
、
従
来
の
日
朝
交
渉
の
難
航
や
今
回
の
掲
示
に
つ
い
て
朝
鮮
政

府
を
非
難
し
、
も
は
や
こ
の
ま
ま
捨
て
お
く
わ
け
に
は
行
か
な
い
情
勢
で
あ
り
、
「
断
然
出
師
之
御
処
分
無
手
テ
ハ
不
相
成
事
二
候
」
と
軍
事

力
行
使
を
主
張
、
具
体
的
に
は
、
1
、
居
留
民
保
護
の
た
め
陸
軍
若
干
名
軍
艦
数
隻
の
緊
急
釜
山
派
遣
、
2
、
そ
の
上
で
の
「
使
節
」
派
遣
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
朝
鮮
議
案
は
開
戦
に
至
る
可
能
性
の
極
め
て
高
い
強
硬
な
政
策
案
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
主

唱
者
は
・
明
治
四
集
す
で
に
対
朝
強
硬
論
亀
え
て
い
た
板
垣
で
あ
・
た
ら
し
や

　
こ
の
朝
鮮
議
案
が
か
け
ら
れ
た
閣
議
に
西
郷
は
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
が
、
七
月
末
こ
の
内
容
を
知
る
と
議
案
に
反
対
、
新
た

な
対
案
、
即
ち
自
ら
の
朝
鮮
へ
の
非
武
装
派
遣
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
西
郷
の
主
張
の
朝
鮮
．
政
策
と
し
て
の
意
味
を
以
下
検
討
す
る
こ

と
に
す
る
。

　
西
郷
の
主
張
は
、
は
じ
め
に
、
で
も
述
べ
た
出
使
始
末
書
に
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
西
郷
は
居
留
民
保
護
の
た
め
の
即
時
派
兵
に
反
対
し
た
。

「
是
（
即
時
派
兵
）
よ
り
し
て
闘
争
二
及
里
親
者
最
初
之
御
趣
意
二
相
反
し
候
」
と
即
時
派
兵
が
両
軍
衝
突
専
開
戦
と
つ
な
が
る
こ
と
を
恐
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
西
郷
自
ら
が
使
節
と
し
て
非
武
装
で
渡
航
し
、
朝
鮮
側
と
国
交
交
渉
を
行
う
と
い
う
代
案
を
提
示
す
る
。
筆
頭
参
議
で
あ

る
西
郷
が
行
く
以
上
、
こ
の
使
節
は
当
然
「
皇
使
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
皇
使
」
派
遣
論
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
「
皇
使
」
派
遣
は
、

交
渉
不
調
の
場
含
、
政
府
の
面
子
上
開
戦
に
い
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
含
意
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
含
意
は
西
郷
に
お
い
て
も
共

通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
串
使
始
末
書
は
、
西
郷
が
行
っ
て
国
交
を
求
め
て
も
朝
鮮
側
が
拒
む
場
合
（
「
彼
よ
り
交
際
を
破
り
戦
を
以
て
拒
絶
」

の
場
合
）
は
「
彼
等
曲
事
分
明
二
天
下
二
鳴
し
其
罪
を
可
問
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
皇
使
」
派
遣
は
、
交
渉
成

功
の
見
通
し
が
低
い
時
は
開
戦
の
覚
悟
ぬ
き
に
は
な
し
え
ぬ
政
策
で
あ
り
、
し
か
る
が
故
に
明
治
二
年
以
来
一
貫
し
て
抑
制
さ
れ
て
い
た
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
こ
の
時
西
郷
は
あ
え
て
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
時
、
交
渉
成
功
の
見
通
し
は
依
然
低
か
っ
た
。
朝
鮮
側
に
お
い
て
は
鎖
国
方
針
維
持
を
め
ざ
し
日
本
の
国
交
要
求
を
拒
絶
し
て

き
た
大
造
君
政
権
は
な
お
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
釜
山
よ
り
報
告
さ
れ
る
朝
鮮
情
勢
も
、
朝
鮮
政
府
の
対
日
方
針
の
変
化
、
国
交
交
渉
の
成
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⑩

功
を
期
待
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
朝
鮮
側
に
変
化
が
見
ら
れ
な
い
以
上
、
交
渉
成
功
の
た
め
に
は
日
本
側
の
歩
み
寄
り
、
従
来

の
交
渉
方
針
の
修
正
が
必
要
と
な
る
（
例
え
ば
国
書
よ
り
の
皇
・
勅
字
句
の
取
下
げ
）
。
し
か
し
留
守
政
府
は
明
治
三
年
末
よ
り
試
み
ら
れ
て
い
た
妥

協
策
（
「
政
府
等
対
」
論
）
を
否
定
し
、
皇
・
勅
問
題
を
復
活
さ
せ
た
政
府
で
あ
り
、
こ
う
し
た
歩
み
寄
り
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
西
郷
自
身

も
、
武
装
遣
使
の
可
否
な
ど
交
渉
の
方
式
に
つ
い
て
は
異
を
唱
え
て
い
た
が
、
従
来
よ
り
の
交
渉
方
針
に
つ
い
て
は
、
こ
の
始
末
書
を
は
じ
め

こ
の
時
期
の
一
連
の
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
言
及
に
お
い
て
何
等
疑
問
を
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
こ
の
時
の
西
郷
の
遣
使
は
、
従
来
の
交
渉
の
試
み
と
同
じ
く
成
功
の
見
通
し
の
低
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
西
郷

自
身
の
予
想
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
何
よ
り
も
明
瞭
に
示
す
の
が
、
使
節
暴
殺
論
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
こ
の
晴
西
郷
は
、
板
壇
宛
の
一
連

の
書
翰
で
、
朝
鮮
側
は
国
交
要
求
に
応
じ
ず
自
分
は
暴
殺
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
毛
利
氏
の
解
さ
れ
る
よ
う
に
板
壇
を
説
得

す
る
た
め
の
修
辞
（
『
明
治
六
年
政
変
』
一
＝
～
＝
一
八
頁
）
で
は
な
く
、
実
際
の
西
郷
の
予
想
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
腹
心
の
別
府
晋
介
に
出
し
允

　
　
　
　
　
　
　
⑪

九
月
一
一
一
日
付
の
書
翰
で
、
「
土
州
人
も
一
人
は
死
な
せ
藩
候
は
ゴ
跡
が
可
宜
と
相
考
居
藩
候
」
、
即
ち
遣
使
に
土
佐
出
身
者
も
同
伴
さ
せ
自
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
一
緒
に
殺
さ
せ
た
方
が
後
の
戦
争
に
都
合
が
よ
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
岩
倉
具
視
な
ど
政
府
の
他
の
メ
ン
バ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

も
西
郷
が
爆
殺
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
危
惧
し
て
い
た
。
外
交
使
節
に
危
害
を
加
え
な
い
の
は
文
明
国
の
ル
ー
ル
で
あ
り
、
朝
鮮
政
府
が
日

本
使
節
を
暴
露
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
（
し
い
て
考
え
れ
ば
幕
末
の
撰
夷
行
動
の
よ
う
に
民
間
人
が
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
可
能
性
は
極
少
な
が
ら
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
か
も
し
れ
な
い
が
）
、
こ
う
し
た
予
想
の
存
在
は
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
予
想
の
存
在
は
、
交
渉
成
功
の
見
通
し
の
低
さ
の
あ
ら
わ

れ
で
は
あ
っ
た
。

　
交
渉
成
功
の
見
通
し
の
低
い
状
態
で
「
皇
使
」
を
派
遣
す
る
こ
と
は
、
開
戦
の
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
覚
悟
ぬ
き
で
は
な
し
え
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
有
名
な
征
韓
反
対
意
見
書
で
、
大
久
保
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
『
大
久
保
文
書
』
〔
史
〕
五
、
六
一
、
二
頁
）
が
、
そ
れ
は
問
題
の

所
在
を
適
確
に
つ
か
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
軌
今
彼
（
朝
鮮
）
の
我
国
に
対
し
又
米
国
の
使
節
に
対
し
た
る
所
為
を
察
す
れ
ば
其
接
遇
の
好
を
期
す
可
ら
さ
る
や
曝
せ
り
故
に
使
節
を
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発
せ
ん
と
せ
は
先
に
開
戦
の
説
を
決
せ
さ
る
を
得
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
そ
し
て
か
か
る
意
味
を
持
っ
た
自
ら
の
遣
使
を
西
郷
は
強
硬
に
主
張
、
留
守
政
府
は
そ
れ
を
八
月
一
七
日
の
閣
議
で
決
定
し
た
。
こ
の
決
定

を
従
来
よ
り
の
対
朝
政
策
の
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
れ
ば
、
第
一
に
、
明
治
四
年
一
一
月
九
日
の
会
議
で
決
定
さ
れ
て
い
た
岩
倉
使
節
団
帰
国

ま
で
の
朝
鮮
問
題
凍
結
方
針
の
修
正
で
あ
っ
た
。
第
二
は
明
治
二
年
以
来
一
貫
し
て
抑
え
ら
れ
て
い
た
「
皇
使
」
派
遣
論
一
強
硬
路
線
の
採
用

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
閣
議
決
定
は
、
こ
の
時
に
至
る
ま
で
の
朝
鮮
政
策
の
二
重
の
修
正
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
留
守
政
府
は
な
ぜ
こ
の
時
か
か
る
決
定
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
西
郷
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
開
戦
に
至
る
可
能
性
の
極
め
て
高
い
主
張
を
な
ぜ
こ
の
時
西
郷
は
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
重
大
な
政
策
を
打
出
す
以
上
、
そ
れ

は
何
ら
か
の
明
確
な
対
朝
政
策
目
的
（
例
え
ば
馬
韓
↓
保
護
国
化
）
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
実
際
は
そ
う
で
は

な
か
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
時
西
郷
は
遣
慶
嘉
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
何
ら
明
確
な
政
策
目
的
を
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
西
郷
が
遣
使
論
の
根
拠
と
し
た
の
は
、
朝
鮮
を
今
後
い
か
に
扱
う
か
と
い
う
具
体
的
な
政
策
論
で
は
な
く
、
「
是
迄
の
行
懸
り
に
て
如
韻
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

合
に
行
当
り
候
故
、
最
初
の
御
趣
意
不
精
為
二
心
て
は
、
後
世
迄
の
汚
辱
に
御
座
候
」
と
い
う
一
種
の
名
分
論
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
た
し
か
に
西
郷
は
名
分
を
重
ん
じ
る
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
対
朝
国
交
樹
立
の
不
首
尾
は
恥
辱
で
あ
る
と
い
う
名
分
諭
が
、
西
郷
の
七
二

論
の
中
心
的
要
因
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
は
難
か
し
い
。
名
分
論
が
決
定
的
要
因
で
あ
っ
た
な
ら
、
対
朝
交
渉
の
難
航
が
生
じ
た
明
治
二
年
以

降
西
郷
は
一
貫
し
て
強
硬
論
醤
「
皇
使
」
派
遣
論
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
は
異
な
る
。
廃
藩
置
県
以
前
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

い
て
は
西
郷
を
頭
目
と
す
る
薩
摩
士
族
は
木
戸
ら
の
征
韓
論
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
た
。
そ
し
て
征
韓
論
政
変
で
下
野
後
は
、
そ
の
直
後
を
除

　
　
　
ヤ
　
　
も

き
西
郷
個
人
の
言
動
に
お
い
て
は
も
は
や
対
朝
強
硬
論
は
見
ら
れ
ず
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
の
江
華
島
事
件
に
お
い
て
は
逆
に
政
府
の
強
硬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

外
交
を
批
判
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
西
郷
が
対
朝
強
硬
論
を
唱
え
る
の
は
こ
の
政
変
前
後
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
よ
り
西
郷
の
こ
の
時
の
遣
使
論
を
対
外
政
策
的
考
慮
を
規
定
的
要
因
と
し
て
生
じ
た
も
の
と
把
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
明
ら
か
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

な
る
。
彼
の
遣
争
論
は
、
「
内
乱
を
翼
ふ
心
を
外
に
移
し
て
国
を
興
す
の
遠
略
」
と
い
う
板
壇
宛
書
翰
の
著
名
な
一
節
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
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基
本
的
に
は
内
政
的
考
慮
よ
り
出
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
留
守
政
府
の
開
化
政
策
の
強
行
に
よ
り
士
族
の
不
満
が
こ
の
時
高
ま
っ
て

い
た
。
そ
し
て
政
府
内
部
に
お
い
て
も
大
蔵
省
を
中
核
と
す
る
木
戸
系
開
化
派
と
他
勢
力
と
の
問
の
難
事
は
激
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ

し
て
西
郷
の
勢
力
基
盤
で
あ
る
薩
派
軍
部
は
木
戸
系
開
化
派
批
判
の
急
先
鋒
で
あ
る
と
と
も
に
、
既
述
の
よ
う
に
明
治
五
年
後
半
以
降
高
ま
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
た
対
外
強
硬
論
i
征
勝
論
の
中
心
勢
力
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
緊
迫
し
た
国
内
情
勢
に
直
面
し
た
西
郷
は
、
対
朝
強
硬
策
に

矛
盾
の
吐
口
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
政
略
の
背
後
に
は
、
政
府
の
内
紛
の
調
整
役
を
心
な
ら
ず
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
疲
れ
き
り
、
死
を
願
う
に
至
っ
た
西
郷
の
個
人
的
心
情
も
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
要
因
に
よ
る
西
郷
の
遣
使
の
主
張
を
留
守
政
府
は
承
認
し
た
。
西
郷
の
主
張
の
前
提
で
あ
る
朝
鮮
議
案
提
嵐
の
き
っ
か
け
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
の
は
、
既
述
の
よ
う
に
五
月
三
一
日
付
の
広
津
報
告
で
あ
っ
た
。
し
か
し
七
月
末
ま
で
に
は
六
月
一
五
日
付
の
広
津
の
続
報
が
到
着
し
、
「
当

月
（
六
月
）
上
旬
以
来
内
外
静
誰
」
で
日
朝
貿
易
も
中
旬
に
は
再
開
の
見
込
で
あ
る
と
伝
え
、
釜
山
現
地
の
平
穏
な
情
勢
が
判
明
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
対
朝
強
硬
路
線
を
変
更
せ
ず
、
そ
の
枠
内
で
八
月
目
七
日
の
閣
議
決
定
を
行
っ
た
こ
と
は
、
井
上
失
脚

以
後
、
歯
止
め
の
な
く
な
っ
た
留
守
政
府
の
対
外
強
硬
志
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

①
　
本
節
の
内
容
は
、
前
掲
拙
稿
「
維
新
政
府
の
朝
鮮
政
策
と
木
戸
孝
允
」
・
「
廃
藩

　
置
県
後
の
朝
鮮
政
策
」
で
明
ら
か
に
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
旨
の
み
を
述

　
べ
る
。

②
以
下
で
述
べ
る
征
台
問
題
の
展
開
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は
前
掲
拙
稿
「
征
韓
論

　
政
変
の
政
治
過
程
」
王
一
二
、
£
珍
照
、

③
　
明
治
六
年
一
月
ご
一
日
付
岩
倉
具
視
宛
大
原
重
実
本
直
（
『
岩
倉
文
書
』
〔
史
〕

　
五
、
二
一
九
頁
）
。

④
明
治
五
年
一
〇
月
一
八
日
付
木
戸
孝
允
宛
井
上
馨
書
翰
（
井
上
馨
倹
侯
記
編
纂

　
会
『
世
外
井
上
公
器
』
1
、
原
書
房
復
刻
、
一
九
六
八
、
四
七
七
、
八
頁
）
。

⑤
　
同
右
。

⑥
　
『
日
本
外
交
文
書
』
六
、
二
七
九
～
二
八
一
頁
。

⑦
当
時
の
朝
鮮
情
勢
の
真
相
、
そ
れ
が
何
ら
緊
迫
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と

　
は
、
西
尾
前
掲
論
文
、
四
五
～
四
七
頁
・
姜
前
掲
書
、
1
章
が
明
ら
か
に
し
て
い

　
る
。
な
お
、
朝
鮮
側
が
出
し
た
と
さ
れ
る
侮
日
掲
示
な
る
も
の
の
真
縮
に
つ
い
て

　
は
、
姜
前
掲
誰
、
1
章
及
び
6
章
1
、
参
照
。

⑧
こ
の
朝
鮮
議
案
は
、
『
岩
倉
公
実
記
』
の
よ
う
な
後
年
の
編
纂
書
に
収
録
さ
れ

　
て
い
る
の
み
で
、
原
文
書
の
存
在
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
こ
の
文
書

　
が
実
際
に
閣
議
に
提
出
さ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
疑
う
見
解
も
生
ま
れ
て
い
る

　
（
西
尾
前
掲
論
文
、
四
七
頁
・
姜
前
掲
書
、
ご
五
七
頁
）
。
し
か
し
本
文
で
後
述

　
す
る
西
郷
の
出
使
始
末
書
は
そ
の
冒
頭
部
で
即
時
工
兵
論
の
「
御
評
議
之
趣
」
、
即

　
ち
閣
議
に
か
け
ら
れ
た
即
時
出
兵
論
の
内
容
を
要
約
し
て
い
る
が
、
こ
の
部
分

　
（
「
朝
鮮
御
交
際
之
儀
…
…
一
大
隊
可
被
差
出
御
評
議
凝
望
」
）
は
、
朝
鮮
議
案
の
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内
容
と
照
応
し
て
お
り
、
こ
の
点
よ
り
こ
れ
の
実
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
だ
ろ
う
。

⑨
板
垣
退
助
監
修
『
自
由
党
史
』
上
、
岩
波
書
店
復
刻
、
一
九
五
七
、
六
一
頁
。

⑩
　
五
月
三
一
日
付
の
広
津
報
告
（
本
章
注
⑥
）
は
既
述
の
よ
う
に
状
勢
の
好
転
ど

　
こ
ろ
の
内
容
で
は
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
続
く
六
月
｝
五
日
付
の
広
津
報
告
（
本

　
章
注
⑫
）
で
は
朝
鮮
状
勢
の
平
穏
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
と
て
さ
ら

　
に
進
ん
で
鰯
交
問
題
の
好
転
を
期
待
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

⑭
　
大
西
郷
全
集
刊
行
会
『
火
西
郷
全
集
』
二
、
一
九
二
七
、
七
七
一
頁
。

⑫
毛
利
氏
は
、
使
節
暴
論
論
は
八
月
一
七
日
ま
で
の
西
郷
書
翰
中
、
板
垣
宛
の
も

　
の
に
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
れ
は
征
韓
論
者
で
あ
る
板
垣
に
西
郷

　
の
非
武
装
遣
使
を
納
得
さ
せ
る
た
め
の
修
辞
で
あ
り
、
本
心
で
は
な
い
と
さ
れ
る

　
（
『
明
治
六
年
政
変
』
、
一
二
一
～
一
二
三
頁
）
。
し
か
し
八
月
一
八
日
以
降
の
書
翰

　
に
つ
い
て
見
れ
ば
こ
こ
に
ひ
い
た
別
府
晋
介
宛
書
翰
の
よ
う
に
暴
殺
論
を
ふ
ま
え

　
た
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。
さ
ら
に
毛
利
氏
が
史
料
的
価
値
を
評
価
す
る
「
酒
井

　
玄
蕃
筆
記
」
（
前
掲
『
大
西
郷
全
集
』
一
一
）
で
も
西
郷
は
「
彼
（
朝
鮮
）
ニ
テ
無
事

　
二
承
知
致
間
敷
、
ツ
マ
リ
ハ
使
節
モ
其
儘
ニ
チ
ハ
帰
リ
申
間
敷
」
（
七
七
六
頁
）

　
と
暴
殺
の
予
想
を
語
っ
て
い
る
。
使
節
暴
藩
論
は
板
垣
説
得
の
た
め
の
方
便
で
あ

　
る
と
さ
れ
る
毛
利
氏
の
主
張
は
無
理
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

⑬
岩
倉
が
西
郷
の
身
を
案
じ
て
い
た
こ
と
は
後
述
す
る
明
治
六
年
一
〇
月
一
五
日

　
付
岩
倉
宛
江
藤
新
平
書
翰
（
H
章
注
③
）
に
示
さ
れ
る
。

政
変
に
お
け
る
朝
鮮
問
題

⑭
　
こ
う
し
た
奇
妙
な
判
断
の
背
景
に
は
、
明
治
四
年
に
発
生
し
た
朝
鮮
側
に
よ
る

　
ア
メ
リ
カ
艦
攻
撃
事
件
で
あ
る
シ
ャ
ー
マ
ン
号
藥
件
の
影
響
が
存
在
し
て
い
た
か

　
も
し
れ
な
い
（
家
近
前
掲
論
文
、
穴
○
頁
）
。
し
か
し
シ
ャ
ー
マ
ン
号
嚢
件
は
、

　
従
来
外
交
関
係
の
な
い
ア
メ
リ
カ
艦
が
朝
鮮
領
を
勝
手
に
侵
犯
し
た
た
め
生
じ
た

　
も
の
で
あ
り
、
臼
朝
交
渉
と
は
ま
っ
た
く
事
情
が
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
（
シ
ャ

　
ー
マ
ソ
号
事
件
に
つ
い
て
は
田
保
橋
潔
『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
』
上
、
原
灘
昆
房

　
復
刻
、
一
九
七
三
、
第
一
手
占
二
章
第
五
、
参
照
）
。

⑮
　
こ
の
閣
議
決
定
の
実
態
に
つ
い
て
は
∬
章
注
⑦
、
参
照
。

⑯
　
明
治
六
年
八
月
三
日
付
三
条
宛
西
郷
書
翰
（
前
掲
『
大
西
郷
全
集
』
二
、
七
四

　
六
、
七
頁
）
。

⑰
　
前
掲
拙
稿
「
維
新
政
府
の
朝
鮮
政
策
と
木
戸
孝
允
」
、
～
一
五
、
六
頁
。

⑬
明
治
八
年
一
〇
月
八
日
付
篠
原
冬
一
郎
宛
西
郷
書
翰
（
前
掲
『
大
西
郷
全
集
隠

　
二
、
八
四
二
～
八
四
四
頁
）
。

⑲
　
明
治
六
年
八
月
二
七
日
置
板
垣
宛
西
郷
書
翰
（
同
右
、
七
五
五
頁
）
。

⑳
前
掲
『
世
外
井
上
潮
騒
』
1
、
四
七
五
、
六
頁
。

⑳
　
こ
の
疇
の
西
郷
の
心
境
に
つ
い
て
、
姜
前
掲
書
は
自
殺
願
望
の
存
在
を
指
滴
し

　
て
い
る
（
一
三
五
、
六
頁
）
が
、
妥
当
な
分
析
と
言
え
よ
う
（
た
だ
し
姜
氏
は
酉

　
郷
は
朝
鮮
で
自
殺
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
ろ
う
と
さ
れ
る
が
、
西
郷
は
右
心
暴
殺

　
を
本
当
に
予
想
し
て
お
り
、
こ
れ
は
成
り
立
た
な
い
と
思
わ
れ
る
）
。

＠
　
　
『
日
本
外
交
文
書
』
六
、
二
八
七
、
八
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
治
派
の
主
張
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

西
郷
の
遣
使
は
八
月
一
七
日
に
決
定
さ
れ
、
一
九
日
よ
り
二
三
日
の
間
に
上
奏
さ
れ
る
が
、
岩
倉
大
使
の
帰
国
後
改
め
て
評
議
さ
れ
る
こ
と
　
8
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に
な
っ
た
。
そ
し
て
一
〇
月
一
四
日
半
開
か
れ
た
閣
議
は
激
論
の
場
と
な
り
、
翌
一
五
日
の
閣
議
で
太
政
大
臣
三
条
は
西
郷
遣
使
の
決
定
を
下

し
た
。
し
か
し
こ
れ
を
上
奏
す
る
前
の
一
八
日
精
神
錯
乱
を
お
こ
す
。
こ
れ
を
機
に
岩
倉
・
大
久
保
ら
は
逆
転
の
策
謀
を
進
め
、
二
〇
日
太
政

大
臣
代
理
に
就
任
し
た
岩
倉
は
、
西
郷
ら
の
反
対
を
お
し
き
り
二
三
日
、
閣
議
の
決
定
と
異
な
る
内
容
の
上
奏
を
行
い
、
翌
日
そ
の
裁
可
を
え

る
。
こ
う
し
た
事
態
の
進
行
に
西
郷
以
下
四
参
議
は
辞
任
、
政
変
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
過
程
で
西
郷
轟
轟
論
と
対
決
し
た
の
は
、
岩
倉
・
大
久
保
・
木
戸
孝
允
・
伊
藤
博
文
、
そ
し
て
一
五
日
の
閣
議
で
変
説
す
る
が
三
条
実

美
ら
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
遣
使
に
つ
い
て
の
主
張
を
代
表
す
る
も
の
は
、
周
知
の
大
久
保
の
西
郷
軍
使
反
対
意
見
書
（
『
大
久
保
文
書
』
〔
史
〕
五
、

五
三
～
六
四
頁
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
久
保
は
七
ケ
条
の
理
由
を
あ
げ
対
朝
開
戦
に
反
対
し
て
い
る
。
1
、
民
心
動
揺
、
2
、
財
政
危
機
、
3
、

着
手
し
た
ば
か
り
の
富
強
策
へ
の
破
滅
的
影
響
、
4
、
貿
易
赤
字
を
招
く
、
5
、
ロ
シ
ア
に
南
下
の
機
会
を
与
え
る
、
6
、
戦
費
を
イ
ギ
リ
ス

に
依
存
す
る
こ
と
よ
り
生
じ
る
内
政
干
渉
の
危
険
、
7
、
条
約
改
正
未
完
成
、
で
あ
る
。
そ
し
て
使
節
に
対
す
る
朝
鮮
側
の
好
遇
は
期
待
で
き

な
い
と
し
て
、
遣
使
は
開
戦
に
つ
な
が
る
が
故
に
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
大
久
保
は
、
主
に
内
治
へ
の
配
慮
よ
り
対
清
開
戦
に
反
対
し
て
お
り
、
彼
ら
の
立
場
は
通
称
通
り
内
治
派
と
よ
ぶ

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
彼
ら
は
内
治
優
先
の
立
場
よ
り
開
戦
に
つ
な
が
る
遣
使
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
内
治
派
の
主
張
は
政
変
に
お
い
て
本
当
に
勝
利
を
し
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
政
変
後
の
一
一
月
八
日
の
閣
議
で
、
新
政
府
は
「
朝
鮮
遣
使
ノ
コ
ト
御
評
議
前
議
二
決
」
し
た
（
『
大
久
保
日
記
』
）
。
「
前
議
」
と
は
一
〇
月
一

四
日
の
閣
議
で
内
治
派
が
主
張
し
、
二
三
日
岩
倉
が
上
奏
し
、
裁
可
を
得
た
方
針
で
あ
る
。
即
ち
「
国
政
ヲ
整
へ
民
力
ヲ
養
ヒ
勉
メ
テ
成
功
ヲ

永
遠
二
期
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
勅
書
の
方
針
で
あ
る
。
こ
れ
の
具
体
的
内
容
は
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
二
月
一
二
日
に
三
条
が
島
津
久
光
に
示

し
た
以
下
の
「
征
韓
之
廟
議
書
付
」
（
「
、
征
韓
論
一
件
」
一
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
マ

　
　
抑
昨
年
ノ
廟
議
ハ
使
節
ヲ
朝
鮮
二
遣
シ
隣
一
好
ヲ
国
譲
玉
フ
ノ
　
御
阿
趣
意
ニ
テ
問
罪
征
討
ノ
謂
二
天
ス
然
リ
ト
モ
朝
鮮
ノ
頑
固
使
節
ヲ
遇
ス
ル
ニ
無
礼
ヲ
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
　
テ
ス
ル
図
ル
ヘ
カ
ラ
ス
傍
テ
使
節
ヲ
遣
ス
ト
戦
ヲ
期
シ
テ
遣
う
サ
ル
ヲ
得
ス
然
ル
樺
太
魯
国
ト
混
雑
之
挙
（
大
泊
事
件
）
ア
リ
彼
島
両
属
両
国
ノ
際
開
螺
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征韓論政変と朝鮮政策（高橋）

　
　
　
ノ
患
ア
リ
伍
テ
先
使
節
ヲ
魯
二
遣
リ
樺
太
ノ
事
ヲ
落
着
ノ
後
順
序
朝
鮮
二
使
ヲ
派
出
ス
ル
ノ
議
二
決
セ
リ
廟
議
朝
鮮
ノ
蔓
ヲ
捨
テ
不
問
二
非
ス

即
ち
新
政
府
の
朝
鮮
政
策
は
、
遣
使
一
開
戦
方
針
自
体
を
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
認
め
た
上
で
、
時
期
を
対
露
問
題
の
解
決
後
に
な

す
と
し
た
の
で
あ
り
、
遣
使
延
期
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
す
で
に
見
た
よ
う
に
大
久
保
ら
の
主
張
は
、
開
戦
に
つ
な
が
る
遣
使
自
体
の
否
定
で
あ
り
、
こ
れ
と
政
変
後
の
政
府
の
方
針
と
の
閾

に
は
大
き
な
落
差
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
落
差
は
な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
抑
女
一
〇
月
一
四
日
以
降
の
政
変
の
過
程
に
お
い
て
内
治
派

は
一
体
何
を
実
際
に
主
張
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
一
四
日
の
閣
議
に
お
け
る
内
治
派
の
主
張
を
示
す
直
接
的
史
料
は
二
三
日
の
岩
倉
の
口
演
の
大
要
（
『
岩
倉
公
実
記
』
、
下
、
八
二
～
八
四
頁
）
で

あ
る
。
そ
の
中
で
岩
倉
は
一
四
日
の
閣
議
に
つ
い
て
「
憲
章
太
政
大
臣
及
具
視
凶
事
ノ
先
後
勢
ノ
寛
急
ヲ
慮
り
宜
ク
順
序
ヲ
追
フ
テ
以
テ
可
ト

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ス
ヘ
シ
今
俄
二
使
臣
ヲ
発
遺
ス
ヘ
カ
ラ
ス
ト
論
ス
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
見
れ
ば
、
岩
倉
ら
は
遣
使
自
体
に
は
反
対
せ
ず
、
そ
れ
を
認

め
た
上
で
そ
の
即
行
の
み
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
四
日
の
閣
議
に
つ
い
て
の
こ
の
岩
倉
の
言
及
は
、
一
〇
月
一
五
日
付
の
岩
倉
宛
江

　
　
　
　
①

藤
新
平
書
翰
で
、
確
認
・
補
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
書
翰
は
、
一
五
日
の
閣
議
前
に
出
さ
れ
、
前
日
の
岩
倉
の
主
張
を
批
判
し
、
爾
郷
の
遣
使
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ

こ
で
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
見
解
が
前
日
の
岩
倉
の
主
張
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
江
藤
の
批
判
は
、
四
段
落
に
な
る
が
、
そ
の
第
一
段

落
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
（
西
郷
即
時
遣
使
を
決
定
す
べ
し
）
其
訳
ハ
一
体
下
々
相
之
候
連
単
朝
鮮
へ
之
使
節
ト
魯
人
と
の
関
係
有
之
間
敷
訳
ハ
唐
太
無
事
（
大
泊
事
件
）
ハ
民
ト

　
　
　
民
ト
ノ
儀
二
付
交
際
上
談
判
一
二
閥
可
相
整
猶
新
橋
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
て
狂
人
力
英
人
ヲ
傷
付
ケ
シ
ト
大
同
小
異
之
事
二
而
可
有
之
歎
若
又
魯
人
力
朝
鮮
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
ノ
援
兵
ヲ
慮
り
其
軽
蔑
ヲ
御
忍
熱
時
ハ
朝
鮮
ト
ノ
戦
臨
御
決
シ
無
毒
方
選
取
奉
存
外
既
二
朝
鮮
ト
戦
ノ
御
決
定
有
之
織
上
ハ
万
々
不
聴
込
節
ハ
魯
戦
ノ
御

　
　
　
決
定
ハ
可
被
為
在
事
ト
奉
存
候

即
ち
大
泊
事
件
（
明
治
六
年
二
月
ロ
シ
ア
入
が
樺
太
大
泊
の
日
本
側
番
屋
を
襲
い
放
火
・
暴
行
し
た
事
件
）
は
、
民
と
民
と
の
問
題
で
あ
り
、
「
交
際
上
談
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判
二
而
面
相
整
」
も
の
（
普
通
の
外
交
交
渉
で
解
決
し
う
る
も
の
）
で
、
国
と
国
と
の
間
々
で
あ
る
朝
鮮
問
題
と
は
、
質
が
異
な
っ
て
い
る
、
ま
た

開
戦
と
な
っ
た
場
合
、
ロ
シ
ア
が
朝
鮮
に
援
兵
を
送
る
こ
と
を
恐
れ
自
重
す
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
始
め
か
ら
対
朝
開
戦
を
決
め
る
べ
き
で
は
な
く
、

対
朝
開
戦
を
決
定
し
た
以
上
は
万
一
の
場
合
、
対
馬
戦
を
覚
悟
す
べ
き
で
あ
る
、
し
か
る
が
故
に
、
樺
太
問
題
先
行
論
や
対
露
警
戒
論
よ
り
西

郷
の
即
時
遣
使
に
反
対
す
る
の
は
当
を
え
な
い
、
と
い
う
の
が
江
藤
の
主
張
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
江
藤
の
主
張
で
ま
ず
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
既
二
朝
鮮
ト
戦
ノ
御
決
定
有
之
候
」
と
の
一
節
で
あ
る
。
対
朝
開
戦
な
ど
も
ち
ろ
ん
こ

れ
以
前
に
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
で
江
藤
の
言
う
「
御
決
定
」
と
は
八
月
一
七
日
の
西
郷
の
遣
使
決
定
を
さ
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
皇
使
」

派
遣
が
開
戦
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
決
定
は
対
話
開
戦
の
決
定
に
等
し
い
こ
と
は
、
西
郷
遣
使
支
持
者
の
江
藤
に
お
い
て
も
議
論

の
前
提
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
こ
の
書
翰
で
江
藤
が
、
「
皇
使
」
派
遣
一
対
朝
開
戦
を
既
定
事
項
と
し
て
扱
い
そ
の
可
否
に
つ
い
て
論
じ
て
い

な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
岩
倉
ら
も
心
心
自
体
の
可
否
に
つ
い
て
異
を
唱
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
争
点

と
な
っ
て
い
た
の
は
、
遣
使
の
可
否
で
は
な
く
、
そ
の
時
期
、
即
行
か
延
期
か
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
書
翰
の
冒
頭
は
、
「
謹
啓
話
者
昨
日
御
会
議
朝

　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

鮮
使
節
御
差
立
遅
速
一
件
」
と
あ
る
）
。
そ
し
て
延
期
論
を
と
る
岩
倉
の
主
な
根
拠
は
、
こ
こ
で
江
藤
の
批
判
し
て
い
る
通
り
対
露
問
題
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
岩
倉
ら
内
治
派
の
閣
議
で
の
主
張
は
、
開
戦
の
覚
悟
の
い
る
専
使
自
体
は
認
め
る
が
、
対
露
問
題
が
存
在
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
即

行
に
は
反
対
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
久
光
へ
の
伝
言
の
内
容
は
ま
さ
に
閣
議
で
岩
倉
ら
が
主
張
し
た
も
の
だ
っ
た
の

で
あ
り
、
大
久
保
意
見
書
の
よ
う
な
内
治
優
先
の
立
場
よ
り
す
る
靴
下
1
1
征
野
反
対
論
は
閣
議
に
お
け
る
内
治
派
の
実
際
の
主
張
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
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二
　
争
点
の
移
行
と
そ
の
要
因

内
治
派
の
本
来
の
主
張
と
閣
議
で
の
主
張
の
落
差
は
な
ぜ
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。



征韓論政変と朝鮮政策（高橋）

　
閣
議
以
前
、
一
〇
月
初
め
の
段
階
に
お
い
て
内
治
派
が
争
点
と
し
ょ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
走
使
の
時
期
で
は
な
く
、
遣
使
自
体
の
可
否
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

さ
ら
に
は
朝
鮮
政
策
の
基
本
方
針
で
あ
っ
た
。
一
〇
月
四
日
、
三
条
は
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
覚
書
を
岩
倉
に
送
っ
た
。
こ
こ
で
三
条
は
、
ペ

リ
ー
来
航
の
際
ア
メ
リ
カ
側
が
対
日
政
策
の
園
的
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
て
い
た
こ
と
に
な
ら
い
、
日
本
も
朝
鮮
へ
の
国
使
に
あ
た
っ
て
、

西
郷
に
そ
の
目
的
を
具
陳
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
具
陳
す
べ
き
事
項
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　
　
使
節
ノ
目
的

　
　
　
使
節
ハ
国
辱
ヲ
雪
キ
国
権
ヲ
張
り
彼
ヲ
シ
テ
旧
交
ヲ
継
キ
膏
薬
ヲ
修
メ
シ
ム
ル
測
器
ル
カ
将
又
彼
ヲ
シ
テ
五
二
我
侭
附
庸
國
タ
ラ
シ
ム
ル
隣
在
ル
カ
別

　
　
　
二
又
他
ノ
外
交
上
二
関
シ
深
謀
遠
慮
ス
ル
所
ア
ル
カ
或
ハ
我
力
内
治
上
二
関
シ
一
時
ノ
政
略
二
部
ツ
ル
カ

　
　
　
使
節
ハ
戦
争
ヲ
期
ス
ル
ノ
意
力
又
ハ
戦
争
ヲ
期
セ
サ
ル
ノ
意
力
或
ハ
又
戦
争
ヲ
期
セ
サ
ル
モ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
戦
争
ヲ
開
ク
ノ
意
力

　
　
　
朝
鮮
ト
戦
争
・
ヲ
開
ク
ノ
利
虫
口
加
川
何

　
　
　
　
一
方
二
有
利
無
害
ノ
論
ア
レ
ハ
必
ス
｝
方
二
有
害
無
利
ノ
説
ア
リ
双
方
ヲ
照
ラ
シ
テ
議
ヲ
尽
サ
ス
ソ
ハ
ア
ル
可
カ
ラ
ス
利
害
ト
ハ
勝
敗
ノ
謂
二
非
ラ

　
　
　
　
サ
ル
ナ
リ

　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
西
郷
よ
り
意
見
を
出
さ
せ
議
案
と
し
て
閣
議
に
出
し
、
決
定
し
大
臣
調
印
の
上
御
．
璽
を
お
し
「
廟
策
不
抜
ノ
モ
ノ
ト
為
シ

タ
キ
ナ
リ
」
と
三
条
は
言
う
。

　
朝
鮮
の
保
護
国
化
を
狙
う
の
か
、
積
極
的
に
開
戦
を
期
す
る
の
か
、
開
戦
は
目
本
に
と
り
有
利
か
、
等
こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
朝
鮮
政
策
の
ま

さ
に
基
本
方
針
で
あ
り
、
遣
使
の
可
否
を
議
論
す
る
以
前
に
、
政
府
と
し
て
の
確
乎
と
し
た
方
針
が
決
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
し
か
し
右
に
明
ら
か
な
よ
う
に
西
郷
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
示
し
て
お
ら
ず
、
当
時
の
政
府
の
こ
の
間
題
に
つ
い
て

の
状
況
は
、
こ
の
三
条
の
覚
書
に
よ
る
と
「
今
日
ノ
形
状
ノ
如
ク
息
女
各
自
ノ
想
像
ニ
テ
事
決
ス
ル
ト
キ
ハ
一
定
ノ
後
二
言
リ
テ
モ
人
ニ
ヨ
リ

テ
思
バ
ク
ノ
相
違
セ
ル
コ
ト
ア
リ
是
非
書
取
ヲ
以
テ
証
拠
ト
ナ
ス
止
長
ラ
サ
レ
ハ
下
策
ト
謂
ヒ
難
シ
」
と
い
う
混
乱
状
態
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り

朝
鮮
に
対
す
る
基
本
方
針
の
合
意
を
欠
い
た
ま
ま
、
具
体
論
で
あ
る
遣
使
論
の
み
が
突
出
し
て
い
る
と
い
う
の
が
一
〇
月
初
め
の
政
府
の
状
況
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だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
三
条
覚
書
の
後
半
は
、
朝
鮮
政
策
の
基
本
方
針
決
定
の
必
要
性
を
述
べ
る
。
「
今
度
ノ
使
節
ハ
三
度
目
（
大
修
使
、
吉
岡
使
節
団
の
次
に
あ
た
る
）

二
三
シ
又
屈
辱
ヲ
受
ケ
テ
国
権
ヲ
損
ス
ヘ
カ
ラ
ス
伍
テ
必
死
ヲ
期
ス
ヘ
キ
ノ
使
節
ナ
リ
使
節
ヲ
シ
テ
必
死
ヲ
期
セ
シ
ム
政
府
ハ
戦
争
ヲ
期
セ
ス

シ
テ
可
ナ
ラ
ン
ヤ
」
と
三
条
は
、
今
回
の
遣
使
↓
交
渉
不
調
↓
開
戦
の
見
通
し
を
示
す
。
そ
の
上
で
「
使
節
ヲ
派
遣
ス
ル
ノ
事
ハ
已
二
議
決
セ

リ
今
更
之
ヲ
論
ス
ル
ノ
必
要
ナ
シ
」
と
遣
使
を
既
定
事
項
と
す
る
。
し
か
し
す
ぐ
続
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
惟
使
節
ヲ
派
遣
ス
ル
ニ

付
テ
ハ
戦
争
二
移
ル
ヲ
以
テ
其
利
害
ヲ
論
決
ス
ル
極
テ
大
事
ナ
リ
此
論
茸
ア
決
セ
サ
レ
ハ
使
節
ハ
境
ヲ
越
ユ
ル
コ
ト
寓
目
サ
ル
ナ
リ
如
何
ト
ナ

レ
ハ
今
度
ノ
使
節
ハ
平
常
ノ
使
節
二
非
ス
必
死
ヲ
期
セ
シ
ム
ル
ノ
使
節
ナ
リ
使
節
殺
サ
レ
テ
後
二
始
テ
戦
争
ヲ
決
ス
ル
ハ
晩
シ
必
死
ヲ
期
ス
ル

ノ
使
節
ヲ
派
遣
ス
ル
ノ
日
已
二
戦
争
ヲ
決
セ
ス
ン
ハ
ア
ル
可
カ
ラ
ス
…
…
是
レ
利
害
ヲ
論
ス
ル
同
氏
テ
尤
慎
重
ヲ
要
ス
ル
所
以
ナ
リ
」
。
即
ち

三
条
は
、
遣
使
↓
開
戦
と
な
る
以
上
、
戦
争
の
利
害
を
決
め
た
上
で
な
け
れ
ぼ
、
遣
使
は
で
き
な
い
と
、
先
の
遣
使
決
定
を
事
実
上
白
紙
に
戻

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
決
定
す
べ
き
戦
争
の
利
害
と
は
、
覚
書
の
前
半
で
西
郷
に
提
出
を
求
め
た
実
写
の
目
的
と
重
な
る
。
つ

ま
り
三
条
の
主
張
は
西
郷
に
朝
鮮
政
策
の
基
本
方
針
に
つ
い
て
の
意
見
を
閣
議
に
提
出
さ
せ
、
そ
れ
を
評
議
・
決
定
し
た
上
で
翠
雲
の
可
否
を

論
じ
る
べ
き
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
一
〇
月
初
め
の
段
階
に
お
い
て
内
治
派
は
朝
鮮
へ
の
基
本
方
針
・
遣
使
自
体
の
可
否
を
争
点
と
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
実
際
の
一
四
日
の
閣
議
の
争
点
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
一
〇
月
一
一
日
、
内
治
派
の
主
張
・
争
点
は
に
わ
か
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
日
の
岩
倉
宛
書
翰
（
『
大
久
保
文
書
』
〔
史
〕
五
、

三
五
、
六
頁
）
で
三
条
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
御
安
全
奉
賀
三
塁
者
西
郷
へ
申
遣
候
幕
別
奇
態
書
到
来
候
問
入
御
内
見
置
候
誠
二
以
此
一
件
ハ
全
署
等
之
軽
卒
ヨ
リ
遂
二
進
此
難
事
ニ
モ
立
至
リ
候
事
二

　
　
而
対
国
家
申
訳
も
無
之
謝
公
方
二
対
三
浦
も
漸
，
偲
営
外
無
上
万
悔
不
及
三
一
懇
書
上
腿
大
久
保
之
精
忠
二
依
頼
し
御
互
二
野
て
も
尽
力
可
仕
事
と
存

　
　
候
就
．
而
者
愚
案
仕
候
処
明
晩
大
久
保
参
上
之
都
合
二
依
り
御
同
伴
二
而
西
郷
方
二
行
向
赤
心
ヲ
以
て
為
国
家
論
究
仕
候
ハ
・
精
神
之
貫
徹
不
仕
儀
ハ
有
之
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征韓論政変と朝鮮政策（高橋）

　
　
　
間
楽
々
断
櫛
卵
衡
節
恥
後
趣
倹
勝
ハ
功
勲
拠
無
さ
勝
而
除
齢
あ
鄭
禽
険
櫓
脚
勝
へ
、
軸
距
爪
係
ト
弘
篤
郁
無
ち
巻
N
艶
出
塾
風
何
分
二
も
大
久
保
之
処
是

　
　
　
非
明
晩
ニ
ハ
御
聞
相
成
候
様
仕
度
奉
存
候
先
者
右
申
述
度
如
此
候
也

　
習
頭
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
西
郷
の
書
翰
は
す
ぐ
後
で
引
用
す
る
が
、
八
月
一
七
日
決
定
の
変
更
は
政
府
の
不
信
を
意
味
す
る
と
、
あ
く
ま
で

強
硬
に
遣
使
決
定
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
三
条
は
こ
の
書
翰
に
狼
狽
し
、
朝
鮮
問
題
処
理
の
た
め
大
久
保
の
尽
力
を
求
め
た
わ
け
で
あ
る

が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
来
る
べ
き
閣
議
に
お
け
る
自
ら
の
主
張
を
述
べ
た
傍
点
部
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
使
節
の
可
否
で
は
な
く
、
そ
れ
を

認
め
た
上
で
、
実
行
の
延
期
を
求
め
る
も
の
（
一
四
日
閣
議
で
の
主
張
）
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
争
点
の
移
行
が
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。　

な
ぜ
移
行
が
行
わ
れ
た
の
か
、
そ
の
要
因
と
な
っ
た
一
〇
月
一
一
日
付
三
条
宛
西
郷
書
翰
（
岡
、
三
六
、
七
頁
）
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
書
翰

の
本
文
は
一
二
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
問
題
の
閣
議
が
延
期
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
不
満
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
追
伸
は
左
の

通
り
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
り
　
　
ら
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
追
啓
上
誠
恐
入
候
得
共
不
肖
御
遣
し
の
儀
最
初
御
櫛
之
上
御
許
樹
相
成
居
今
日
二
軸
リ
御
沙
汰
替
等
之
不
信
之
事
共
二
相
変
し
候
而
ハ
為
天
下
勅
命
軽
キ

　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
場
二
相
成
候
間
右
辺
之
処
ハ
決
而
御
動
揺
無
事
御
事
ト
ハ
奉
恐
察
候
得
共
段
々
右
寒
極
説
も
有
之
様
二
承
知
仕
無
極
も
御
座
候
故
障
念
申
上
候
前
以
箇
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
へ

　
　
　
之
事
迄
奉
入
御
聴
威
儀
万
々
懸
命
之
仕
合
御
座
候
得
共
若
哉
相
議
し
磯
節
ハ
実
二
無
致
方
死
を
以
国
友
へ
謝
し
塾
風
二
御
座
候
問
其
辺
之
処
御
憐
察
被
成

　
　
　
下
置
度
是
亦
奉
願
候
也

　
こ
こ
で
西
郷
は
八
月
一
七
日
閣
議
の
決
定
が
変
更
さ
れ
る
な
ら
自
決
す
る
と
ま
で
語
っ
て
い
る
。
変
更
を
理
由
に
西
郷
が
自
決
（
し
か
も
「
国

友
へ
謝
」
す
と
い
う
形
で
の
自
決
）
す
れ
ば
軍
の
暴
発
は
当
然
予
想
さ
れ
る
事
態
で
あ
っ
た
。
「
実
二
西
郷
も
決
心
之
事
ナ
リ
兵
隊
之
動
静
も
此
一

挙
之
都
合
二
半
リ
整
磁
ハ
殆
ト
駕
御
之
策
六
ケ
敷
可
有
之
ト
他
日
ノ
変
害
不
堪
懸
念
候
兵
隊
之
駕
御
ヲ
失
候
而
ハ
不
可
救
之
大
患
ト
存
耳
糞
而

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ら
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ

ハ
愚
存
二
而
ハ
別
紙
之
策
（
海
軍
不
備
を
理
由
と
す
る
延
期
論
）
ヲ
以
テ
兎
も
角
時
機
ヲ
相
延
し
候
外
有
之
問
敷
」
と
翌
＝
一
日
付
の
岩
倉
宛
書
翰

（
同
、
三
八
頁
）
で
三
条
が
、
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
西
郷
書
翰
に
よ
り
喚
起
さ
れ
た
軍
の
暴
発
へ
の
不
安
が
、
争
点
移
行
の
理
由
だ
っ
た
の
で
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あ
る
。

　
閣
議
の
直
前
、
頭
郷
の
遣
使
に
か
け
る
熱
意
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
高
ま
っ
て
お
り
、
内
治
派
に
争
点
の
移
行
を
強
い
た
。
八
月
一
七
日
決
定
に

至
る
ま
で
の
西
郷
の
熱
意
は
す
で
に
非
常
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
〇
月
初
め
の
そ
れ
は
一
種
異
様
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
西
郷
が
こ
こ
ま
で
思
い
つ
め
た
背
景
に
は
先
の
三
条
宛
書
翰
で
「
相
変
し
候
而
ハ
為
天
下
勅
命
軽
キ
場
二
相
成
」
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
八
月
一
七
日
の
決
定
は
天
皇
の
勅
許
を
え
て
お
り
、
こ
れ
を
変
え
る
こ
と
は
、
勅
命
を
軽
じ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
が
存
在

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
八
月
一
七
日
決
定
に
つ
い
て
の
西
郷
の
か
か
る
理
解
は
妥
当
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
太
政
大
臣
三
条
の
理
解
は

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
九
月
一
五
日
付
木
二
道
書
翰
（
『
大
隈
文
書
』
〔
史
〕
二
、
一
七
六
頁
）
で
三
条
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
使
節
差
遣
サ
レ
候
ハ
・
其
手
順
モ
得
失
可
有
之
事
二
極
予
メ
大
使
帰
朝
前
ニ
モ
見
込
図
会
ハ
取
調
置
大
使
帰
朝
之
糧
嚢
ト
遂
評
議
送
馬
決
議
相
成
候
ハ
・

　
　
　
可
然
ト
ノ
評
論
二
而
西
郷
参
議
ニ
モ
里
桜
次
第
ハ
申
聞
候
事
二
歯
間
此
段
為
念
申
入
候
尤
内
決
ト
黒
暗
紫
茸
モ
兎
角
大
使
帰
朝
ヲ
男
面
可
及
評
議
之
筈
二

　
　
　
億
ハ
間
此
し
諏
可
否
得
雄
く
ハ
飽
迄
射
剛
弘
繭
有
之
事
二
は
恢

つ
ま
り
八
月
一
七
日
決
定
（
「
内
決
」
）
と
は
三
条
に
と
り
「
見
込
候
処
」
の
「
取
調
」
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
遣
使
の
実
質
的
決
定
（
「
可
否
得
央
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
岩
倉
帰
朝
後
の
閣
議
で
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
閣
議
で
は
当
然
遣
使
自
体
の
否
定
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

朝
鮮
政
策
の
基
本
方
針
を
改
め
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
先
に
見
た
一
〇
月
四
日
の
岩
倉
宛
三
条
覚
書
は
、
八
月
一
七
日
決
定
と

岩
倉
帰
国
後
の
閣
議
に
つ
い
て
の
か
か
る
理
解
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
八
月
一
七
日
半
閣
議
に
出
席
し
て
い
な
い
岩
倉
・
木
戸
・
大
久
保
ら
内
治
派
の
他
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
八
月
の
閣
議
決
定
・
上
奏
へ
の
天

皇
の
返
答
・
今
後
の
閣
議
の
議
事
内
容
と
い
っ
た
朝
鮮
間
題
処
理
の
進
行
具
合
に
つ
い
て
の
最
も
権
威
の
あ
る
情
報
源
は
、
太
政
大
臣
三
条
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
理
解
も
三
条
の
そ
れ
と
等
し
い
は
ず
で
あ
り
、
彼
ら
は
そ
の
上
で
今
後
の
対
応
を
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
岩
倉
は
日
本
の
情
勢
を
駐
仏
公
使
鮫
島
尚
信
に
伝
え
る
九
月
一
九
日
付
書
翰
（
（
『
岩
倉
文
書
』
）
〔
史
〕
五
、
一
一
三
一
頁
）
の
中
で
、
朝
鮮
問
題
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ヘ
　
　
カ
　
　
ヘ
　
　
へ
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へ

に
つ
い
て
は
、
「
朝
鮮
征
伐
御
互
に
兼
而
承
知
之
通
真
に
御
評
議
有
之
候
得
共
融
以
即
時
漫
事
に
て
は
無
之
哉
と
存
候
」
と
の
ん
び
り
と
し
た

判
断
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
条
ら
内
治
派
と
西
郷
の
間
で
は
一
〇
月
一
一
日
ま
で
に
、
八
月
一
七
日
の
閣
議
決
定
の
性
格
に
つ
い
て
の
重
大
な
理
解
の
違
い
が
、
発
生

し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

征韓論政変と朝鮮政策（高橋）

三
行
違
い
の
要
因

　
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
行
違
い
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
八
月
一
七
臼
決
定
と
そ
れ
へ
の
天
皇
の
意
向
を
検
討
す
る
。

　
閣
議
決
定
は
太
政
大
臣
が
天
皇
に
上
奏
し
そ
の
裁
可
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
当
時
天
皇
は
箱
根
に
お
り
不
在
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
八
月
一
九
日
三
条
は
行
在
所
に
行
き
、
二
三
日
ま
で
に
上
奏
を
行
な
っ
た
。
上
奏
に
対
す
る
返
答
は
『
明
治
天
皇
紀
陶
三
の
記
述
で
は
「
西

郷
を
使
節
と
し
て
朝
鮮
国
に
差
遣
す
る
事
は
、
宜
し
く
岩
倉
の
帰
朝
を
待
ち
て
相
熟
議
し
、
更
に
奏
聞
す
べ
し
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
一
一
九

頁
）
。
つ
ま
り
天
皇
は
上
奏
を
裁
可
せ
ず
、
岩
倉
帰
国
後
の
再
評
議
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
ば
実
質
的
決
定
は
岩
倉
帰
国
後
の
閣
議
で

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
西
郷
の
理
解
は
明
白
に
誤
り
と
な
る
。
そ
し
て
行
違
い
は
、
天
皇
の
返
答
が
西
郷
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
か
、
彼
が
曲

解
し
た
た
め
に
生
じ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
『
明
治
天
皇
紀
』
の
こ
の
記
述
は
事
実
だ
ろ
う
か
。
同
書
の
こ
の
部
分
の
記
述
の
典
拠
に
あ
げ
ら
れ
た
史
料
の
内
、
天
皇
の
返
答
の

箇
所
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
記
述
の
類
似
よ
り
『
岩
倉
公
実
記
』
下
（
五
〇
頁
）
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
『
岩
倉
公
実
記
』
の

こ
の
部
分
の
記
述
の
典
拠
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
同
書
が
十
全
な
信
頼
を
お
き
う
る
史
書
で
は
な
い
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
『
岩
倉
公
実

記
』
↓
『
明
治
天
皇
紀
』
の
先
の
記
述
は
慎
重
に
史
料
批
判
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
八
月
二
七
日
三
条
は
東
京
に
戻
っ
た
。
そ
し
て
九
月
一
日
西
郷
に
以
下
の
書
翰
（
『
岩
倉
公
実
記
』
下
、
六
四
頁
）
を
送
っ
た
。

　
　
過
日
内
々
申
入
書
朝
鮮
使
節
之
儀
処
置
之
寛
猛
時
機
之
緩
急
二
至
テ
ハ
種
々
議
論
モ
有
之
候
得
共
到
底
今
属
之
華
墨
ご
ア
ハ
難
差
置
何
れ
の
筋
国
家
至
当
之
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管
下
無
之
而
テ
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不
興
儀
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論
ヲ
不
倹
事
二
極
使
節
骨
無
候
文
ハ
零
度
相
暗
闇
重
大
事
件
貼
付
大
使
帰
朝
之
上
蓋
見
込
等
尚
御
訥
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成
其
上
ニ
テ
決
定
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発
表
有
之
候
而
可
軽
軽
議
致
候
就
而
ハ
外
務
卿
ニ
モ
協
議
致
使
節
息
遣
候
二
付
曲
論
手
順
悠
接
憂
目
的
等
予
メ
取
調
掛
居
候
羅
切
然
候
右
ハ
先
日
及
演
舌

　
　
候
得
共
猶
為
念
申
進
候
尤
難
了
解
儀
モ
候
ハ
・
可
及
面
陳
何
様
而
此
段
内
々
申
入
候
也

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
三
条
は
遣
使
問
題
に
つ
い
て
こ
の
一
日
以
前
西
郷
に
口
頭
で
伝
え
、
さ
ら
に
誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
こ
の
書
翰
を
送
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
密
使
問
題
に
つ
い
て
の
八
月
一
七
日
決
定
の
今
後
の
扱
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
天
皇
の
意
向

に
つ
い
て
何
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
当
時
閣
議
決
定
に
対
し
て
天
皇
が
そ
の
ま
ま
裁
可
す
る
の
が
常
例
で
あ
り
、
こ
れ
を
行
わ

ず
再
評
議
を
指
示
す
る
の
は
極
め
て
異
例
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
し
か
か
る
異
例
を
天
皇
が
行
っ
て
い
た
ら
三
条
は
明
確
に
そ
れ
を
説
明
し
な

け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
上
奏
後
、
船
越
問
題
の
進
行
状
況
に
つ
い
て
三
条
が
閣
員
に
説
明
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

た
文
書
は
、
こ
れ
の
外
に
既
述
の
九
月
一
五
日
付
と
九
月
一
〇
日
付
の
木
戸
宛
書
翰
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
お
い
て
も
天
皇
の
意
向
は
何
ら
ふ
れ

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
よ
り
考
え
る
な
ら
ば
天
皇
の
不
裁
可
と
い
う
異
例
な
行
為
自
体
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
三
条
の
上
奏
に
対
し
天
皇
は
例
に
従
い
裁
可
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
天
皇
が
裁
可
し
た
で
あ
ろ
う
八
月
一
七
日
の
閣
議
決
定
と
は
一
体
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
閣
議
決
定
の
公
文
書
は
今
の
と

こ
ろ
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
三
条
の
記
述
が
よ
る
べ
き
史
料
と
な
る
。
右
の
西
郷
宛
書
翰
の
傍
点
部
が
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち

西
郷
派
遣
の
「
内
決
」
の
一
方
、
岩
倉
帰
国
後
に
彼
の
「
見
込
」
を
「
御
詞
謀
」
の
上
で
「
決
定
」
を
行
う
こ
と
（
つ
ま
り
再
評
議
）
も
こ
の
時

議
決
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
再
評
議
は
天
皇
に
よ
り
命
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
八
月
一
七
日
の
閣
議
決
定
に
、
は
じ
め
か
ら
含
ま

れ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
こ
こ
で
新
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
両
者
、
西
郷
遣
使
決
定
．
（
「
内
職
」
）
と
再
評
議
の
関
係
で
あ
る
。
三
条
の
理
解
は
す
で
に
見
た

よ
う
に
、
実
質
的
審
議
は
再
評
議
で
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
「
内
決
」
は
「
取
調
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
だ
が
か
か
る
理
解
は
西
郷
に
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

確
に
伝
わ
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
西
郷
は
八
月
一
七
日
の
閣
議
に
出
て
お
ら
ず
そ
の
内
容
は
伝
聞
に
よ
っ
て
い
た
が
、
三
条
よ
り
の
通
知
が
当
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然
最
も
依
拠
す
べ
き
情
報
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
三
条
は
上
奏
後
の
九
月
一
日
、
専
使
問
題
の
進
行
状
況
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
先
の

書
翰
を
西
郷
に
送
っ
た
。
し
か
し
こ
の
書
翰
は
極
め
て
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
内
決
」
と
再
評
議
の
関
係
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
木
戸
宛

の
三
条
書
翰
を
読
ん
で
い
る
我
々
は
後
者
の
優
位
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
ぬ
き
で
読
む
な
ら
ば
、
再
評
議
の
対
象
が
ど
こ
ま

で
及
ぶ
の
か
、
「
内
決
」
を
く
つ
が
え
し
う
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
い
わ
ば
前
書
に
あ
た
る
波
線
部
は

「
緩
急
二
至
リ
テ
ハ
種
々
議
論
モ
有
之
候
得
共
」
と
こ
と
わ
り
な
が
ら
も
遣
使
の
必
要
性
を
認
め
て
お
り
、
ま
た
○
点
部
で
は
遣
使
の
準
備
を

進
め
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
よ
り
実
質
的
決
定
は
す
で
に
「
内
事
」
で
す
み
、
再
評
議
は
形
式
的
追
認
、
発
表
の
前
の
手
続
と

解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
特
に
西
郷
の
よ
う
に
使
節
派
遣
を
熱
望
し
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
そ
う
し
た
解
釈
を
と
る
の
が
自
然
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
か
か
る
解
釈
に
た
て
ば
、
西
郷
遣
使
は
上
奏
を
経
て
裁
可
を
す
で
に
得
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
勅
命
が
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
下
っ
た
と
す
る
西
郷
の
理
解
の
背
後
に
は
か
か
る
事
情
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
自
ら
の
伝
達
の
不
備
に
基
づ
く
西
郷
の
誤
解
（
彼
の
異
様
な
決
意
）
と
そ
の
影
響
は
＝
日
の
西
郷
書
翰
で
三
条
に
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か

し
こ
の
段
階
で
そ
の
誤
鯉
を
と
く
こ
と
は
、
極
度
に
思
い
つ
め
て
い
る
西
郷
の
心
理
よ
り
難
か
し
か
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
勅
命
が
す
で
に
下
っ

て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
西
郷
に
と
り
、
改
め
て
遣
使
の
可
否
を
論
じ
る
こ
と
自
体
、
勅
命
を
軽
ん
じ
政
府
の
不
信
を
示
す
も
の
と
な
る
。

閣
議
で
こ
れ
を
問
題
に
し
ょ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
評
議
の
入
口
の
段
階
で
早
く
も
西
郷
の
怒
り
、
彼
と
の
決
裂
を
招
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

西
郷
と
の
決
裂
（
そ
れ
は
西
郷
の
自
決
↓
軍
の
暴
発
に
つ
な
が
る
）
を
さ
け
、
な
お
か
つ
遣
使
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
争
点
を
一
つ
西
郷
側

に
ず
ら
し
、
遣
使
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
即
行
の
可
否
を
争
う
の
が
と
る
べ
き
道
で
あ
る
と
三
条
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
ひ
い
た
一
〇

月
一
一
日
付
岩
倉
宛
書
翰
の
後
段
（
『
大
久
保
文
書
』
〔
史
〕
五
、
三
六
頁
）
で
以
下
の
よ
う
に
三
条
が
述
べ
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
尤
西
郷
ヲ
使
節
二
被
遣
叢
記
ハ
御
変
換
無
惨
候
而
時
機
ヲ
見
合
候
迄
二
宮
ハ
・
決
而
不
信
ト
申
訳
モ
無
難
筈
と
相
三
型
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
西
郷
の
強
硬
な
書
翰
を
う
け
と
っ
た
一
一
日
以
降
、
三
条
は
一
一
日
付
の
岩
倉
宛
書
翰
の
傍
線
部
の
よ
う
に
激
し
い
自
責
の
念
を
も
ら
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

八
月
一
七
日
の
決
定
は
三
条
の
抵
抗
を
お
し
き
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
彼
の
「
軽
率
」
も
若
干
弁
明
の
余
地
は
あ
る
。
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し
か
し
閣
議
決
定
の
理
解
の
不
統
一
・
伝
達
の
不
備
は
ま
さ
に
太
政
大
臣
た
る
三
条
の
責
任
で
あ
る
。
こ
の
激
し
い
自
貴
の
背
後
に
は
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
つ
い
て
の
自
ら
の
失
策
の
自
覚
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
一
日
以
降
、
内
治
派
は
争
点
の
移
行
に
伴
い
、
虐
使
延
期
論
の
論
拠
を
構
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
論
拠
は
一
二
日
間
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

で
は
、
開
戦
に
は
海
軍
が
不
十
分
で
あ
り
、
新
に
軍
艦
滋
強
を
購
入
す
る
ま
で
出
発
は
の
ぼ
す
べ
し
、
と
い
う
海
軍
軍
備
不
足
論
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
か
し
一
四
日
の
閣
議
で
は
既
述
の
よ
う
に
こ
れ
で
は
な
く
対
露
聞
題
が
中
心
的
論
拠
と
な
っ
た
。
こ
の
時
、
日
露
間
で
は
樺
太
・
千
島
の
国

境
確
定
問
題
と
大
泊
裏
漏
処
理
実
題
が
懸
案
と
し
て
存
在
し
て
い
た
し
、
ま
た
対
朝
鳶
の
場
合
、
背
後
の
ロ
シ
ア
の
動
向
は
極
め
て
重
要
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
こ
れ
の
方
が
よ
り
説
得
力
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
結
局
、
こ
れ
で
も
西
郷
の
納
得
を
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
が
で
き
ず
、
一
四
日
の
閣
議
は
激
論
の
場
と
な
り
、
事
態
は
二
三
日
目
政
府
の
分
裂
に
つ
き
進
む
の
で
あ
る
。

　
政
変
は
内
治
派
の
勝
利
で
終
わ
っ
た
。
し
か
し
一
方
、
政
変
の
過
程
に
お
い
て
自
ら
な
し
た
主
張
に
内
治
派
は
縛
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
た
め
本
章
の
一
で
見
た
よ
う
に
、
新
政
府
は
そ
の
成
立
直
後
の
一
一
月
八
日
、
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
、
本
来
の
主
張
で
あ
る
遣
使
否
定
方
針

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

で
は
な
く
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
遣
使
延
期
方
針
を
決
定
し
、
近
い
将
来
に
お
け
る
遣
使
の
実
施
を
決
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

そ
し
て
翌
年
二
月
三
日
の
木
戸
宛
三
条
書
翰
が
述
べ
る
よ
う
に
こ
の
方
針
は
、
新
政
府
に
大
き
な
制
約
力
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
全
体
右
事
件
（
朝
鮮
問
題
）
も
昨
年
十
月
十
八
日
後
廟
議
両
立
之
末
遂
に
順
序
を
逐
ひ
着
手
可
有
と
の
震
断
に
決
し
、
夫
か
為
に
は
多
少
之
紛
乱
を
生
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ら
　
　
リ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヨ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
コ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
う
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
カ

　
　
昨
今
之
形
勢
に
も
至
り
候
処
、
断
然
御
動
揺
な
く
前
議
を
貫
き
候
事
に
導
管
は
、
前
書
は
無
相
違
御
履
行
無
激
論
は
不
相
済
勲
と
愚
考
仕
候
。

　
そ
し
て
か
か
る
制
約
の
下
に
新
政
府
は
、
台
湾
出
兵
・
朝
鮮
へ
の
使
者
派
遣
の
決
定
な
ど
、
本
来
の
主
張
で
あ
る
内
治
優
先
論
と
矛
盾
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

政
策
を
行
う
、
苦
し
い
外
交
運
営
を
し
い
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
西
郷
と
の
決
裂
回
避
の
た
め
の
争
点
の
移
行
、
そ
の
背
景
と
な
っ
た
閣

議
の
「
内
決
」
に
つ
い
て
の
行
違
い
、
こ
れ
ら
の
代
価
は
極
め
て
大
き
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
『
岩
倉
公
実
記
』
下
、
六
七
頁
。
な
お
こ
の
書
翰
は
、
的
野
半
介
『
江
藤
南
白
隔
　
　
　
　
　
い
る
。

　
　
下
、
原
書
房
復
刻
、
一
九
六
八
、
二
四
三
～
二
四
六
頁
に
、
案
文
が
収
録
さ
れ
て
　
　
　
②
　
な
お
江
藤
書
翰
の
残
り
の
部
分
よ
り
見
れ
ば
、
岩
倉
は
こ
れ
以
外
に
も
西
郷
の
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安
危
へ
の
不
安
も
論
拠
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

③
　
こ
の
三
条
覚
書
に
つ
い
て
は
、
収
録
史
料
に
よ
り
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
こ

　
こ
で
は
『
岩
倉
公
実
記
』
下
に
よ
る
（
五
〇
～
五
二
頁
）
。

④
こ
の
点
は
九
月
一
〇
臼
付
木
戸
上
三
条
霞
翰
（
『
木
戸
家
文
書
』
人
一
二
〇
）
で

　
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
過
日
答
翰
之
節
西
郷
参
議
之
朝
鮮
使
節
一
件
高
慮
之
趣
来
諭
（
木
戸
の
征
台
・

　
　
征
韓
反
対
意
見
書
）
尤
に
存
候
内
閣
之
決
議
二
於
而
も
何
れ
大
使
帰
朝
之
上
猶

　
　
御
華
押
掘
削
も
相
成
面
影
｛
疋
騨
用
有
事
二
期
｛
田
ラ
大
使
帰
郁
駅
留
し
∴
遂
椰
計
鰍
譲
可
申
候
間

　
　
足
下
見
込
之
処
ハ
十
分
討
論
有
之
度
候
舟
君
春
も
尚
熟
慮
注
意
可
仕
候
最
早
使

　
　
節
帰
着
之
口
恥
も
相
成
候
日
≧
相
鼻
聾
三
二
御
座
候

⑤
　
同
右
。

⑥
西
郷
は
閣
議
の
結
果
を
翌
一
八
日
、
三
条
よ
り
知
ら
さ
れ
て
お
り
（
八
月
一
九

　
日
付
板
垣
宛
西
郷
書
翰
、
前
掲
『
大
西
郷
全
集
』
二
、
七
五
八
頁
）
、
閣
議
に
は

　
出
席
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
な
せ
よ
う
。

⑦
以
上
、
本
文
で
は
閣
議
決
定
の
西
郷
へ
の
伝
達
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

　
し
か
し
さ
ら
に
逆
の
ぼ
れ
ば
、
閣
議
決
定
の
内
容
自
体
、
そ
れ
に
お
け
る
「
内
決
」

　
と
再
評
議
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
閣
議
幽
席
者
の
中
に
は
板
垣
の
よ
う
に
こ
こ

　
で
実
質
的
決
定
が
な
さ
れ
て
い
た
（
前
掲
『
自
由
歴
史
』
上
、
六
九
頁
）
と
、
　
二

　
条
と
異
な
る
解
釈
を
し
て
い
る
者
も
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
判
ら
な

　
い
。
レ
か
し
推
測
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
閣
議
決
定
自
体
あ
い
ま
い
な
内
容
で

　
あ
り
、
出
席
者
が
様
看
に
解
釈
可
能
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も

　
し
そ
う
で
あ
れ
ば
三
条
は
伝
達
の
不
備
の
問
題
以
前
に
、
重
大
事
件
に
対
し
て
あ

　
い
ま
い
な
決
定
を
行
う
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
失
策
を
お
か
し
て
い
た
こ
と
に
な

　
ろ
う
。

⑧
　
さ
ら
に
一
〇
月
一
五
日
付
岩
倉
宛
書
翰
（
『
大
久
保
文
書
』
〔
史
〕
五
、
六
七
頁
）

　
で
も
三
条
は
「
初
発
僕
等
之
軽
卒
ヨ
リ
事
今
日
二
陣
リ
候
而
軽
罪
僕
一
身
二
帰
シ

　
申
候
」
と
自
ら
の
「
軽
卒
」
を
孕
め
て
い
る
。

⑨
　
前
掲
『
自
由
党
史
』
上
、
六
七
～
六
九
頁
。

⑩
　
先
の
九
月
一
斗
付
西
郷
宛
饗
一
条
書
翰
の
写
が
、
一
〇
月
一
三
日
三
条
か
ら
岩
倉

　
に
「
過
日
来
御
約
束
申
居
候
書
類
乍
延
引
差
出
候
御
熟
覧
可
被
下
候
」
と
付
言
し

　
て
送
ら
れ
て
い
る
（
『
岩
倉
公
実
記
』
下
、
六
三
頁
）
。
一
四
日
の
閣
議
を
前
に
し

　
て
今
さ
ら
西
郷
に
閣
議
決
定
が
い
か
に
伝
え
ら
れ
た
か
を
示
す
こ
の
書
翰
を
岩
倉

　
は
な
ぜ
見
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
岩
倉
は
西
郷
の
固
執
の
背
後
に
何
か
行
違

　
い
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
書
翰
写
の

　
岩
倉
へ
の
差
出
を
「
延
引
」
し
た
こ
と
に
、
三
条
の
微
妙
な
心
理
を
見
る
こ
と
も

　
あ
る
い
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

⑰
　
一
〇
月
一
二
日
付
岩
倉
宛
三
条
書
翰
（
冊
大
久
保
文
書
』
〔
史
〕
五
、
三
八
、
九

　
頁
）
。

⑫
軍
備
不
足
を
理
由
と
し
て
西
郷
遣
使
に
反
議
し
よ
う
と
す
る
弟
従
道
の
動
き
に

　
西
郷
は
激
し
く
反
擾
し
て
お
り
（
九
月
二
二
日
付
黒
田
清
隆
宛
西
郷
書
翰
、
前
掲

　
『
大
西
郷
全
集
』
二
、
七
八
～
～
七
八
三
頁
）
、
軍
備
不
足
論
で
は
、
西
郷
説
得

　
は
困
難
と
判
断
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑬
　
西
郷
自
身
、
対
陣
問
題
に
つ
い
て
は
強
い
関
心
を
持
っ
て
お
り
（
明
治
六
年
九

　
月
二
日
付
里
｛
田
宛
西
郷
書
翰
、
芯
剛
掲
『
大
西
郷
全
｛
集
隠
蟹
、
　
七
六
三
、
　
四
百
ハ
）
、

　
こ
れ
へ
の
考
慮
も
鮒
露
問
題
を
論
拠
と
し
た
要
因
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

⑭
　
一
四
日
か
ら
二
三
日
に
至
る
政
治
過
程
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
征
韓
論
政
変

　
の
政
治
過
程
」
、
参
照
。

⑮
な
お
一
〇
月
二
三
臼
に
岩
倉
の
行
っ
た
上
奏
文
は
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
史
料

　
（
『
岩
倉
公
実
記
』
下
、
八
○
～
八
二
頁
、
等
）
で
は
、
一
四
臼
閣
議
で
の
主
張
に

　
則
り
使
節
延
期
論
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
上
奏
ざ
れ
た
の
は
こ
れ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
な
か
っ
た
。
　
「
御
書
拝
見
昨
日
御
申
上
置
ノ
過
日
ノ
御
奏
状
即
御
取
替
二
相
成
候

　
聞
無
二
通
之
分
令
返
上
候
」
と
の
（
一
〇
）
月
二
八
日
付
岩
倉
宛
徳
大
寺
宮
内
卿

　
の
書
翰
（
「
征
理
論
一
件
」
一
）
の
一
節
に
あ
る
よ
う
に
、
実
際
の
上
奏
は
政
変
の

　
直
後
に
回
収
、
現
在
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
取
か
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
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取
か
え
の
事
情
は
、
内
治
派
の
～
人
、
参
議
大
木
喬
任
の
（
一
〇
）
月
（
二
四
か
）

日
付
岩
倉
宛
霞
翰
（
「
征
韓
論
一
件
」
二
）
に
う
か
が
え
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
追

書
の
み
を
引
用
す
る
。

　
御
本
雷
（
実
際
の
上
奏
文
）
二
而
ハ
全
ク
外
事
ハ
セ
ザ
ル
様
二
夢
見
へ
小
臣
ノ

　
草
案
（
現
在
知
ら
れ
て
い
る
上
奏
文
）
ニ
ハ
為
サ
ザ
ル
ニ
ア
ラ
ス
順
序
ヲ
立
テ

　
為
ス
ノ
意
二
致
候
爵
ハ
其
時
ノ
御
三
論
（
一
〇
月
一
四
、
五
日
の
閣
議
で
の
岩

　
倉
の
主
張
）
ト
奉
存
且
今
日
二
相
成
リ
西
郷
氏
ノ
辞
表
も
重
唱
届
油
川
成
旧
事
二

　
候
へ
畿
伯
タ
ト
ヒ
順
序
ヲ
晶
昆
テ
ナ
ス
ト
ノ
嚇
有
ツ
偏
候
ト
モ
後
ノ
御
颪
倒
ハ
決
テ
有

　
之
間
敷
奉
季
候
傍
呉
呉
≧
も
其
隠
ノ
御
講
論
ヲ
替
ら
せ
ら
れ
ざ
る
景
致
候
方
万

　
ミ
可
然
奉
存
候
多
罪

こ
れ
よ
り
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
第
一
に
、
実
際
の
上
表
文
が
現
存
の
そ
れ
と
異

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
御
本
書
一
一
而
ハ
全
ク
外
事
下
陰
ザ
ル
様
工
相
見
へ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
実
際
の
上
奏
文
で
は
岩
倉
は
、
悪
童
延
期
論
で
は
な
く
否
定
論

を
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
上
奏
に
お
い
て
岩
倉
は
彼
の
木
来
の
考
え
を
出
し
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
大
木
が
新
な
上
奉
文
を
作
り
、
原
上
奏
文
と
の
取
替
を
主
張
し
た
こ

と
で
あ
る
。
大
木
筆
の
上
奏
文
は
「
（
駆
使
を
）
為
サ
ザ
ル
ニ
ァ
ラ
ス
順
序
ヲ
立
テ

為
ス
ノ
意
」
と
あ
る
よ
う
に
、
延
期
論
の
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
と
現
在

伝
え
ら
れ
て
い
る
上
奏
文
と
の
符
合
よ
り
、
こ
の
取
替
は
実
際
に
行
わ
れ
た
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
か
か
る
取
替
を
大
木
が
主
張
す
る
の
は
、
「
是
認
其
時
ノ
御
藩
論
ト
奉
存
」
と

あ
る
よ
う
に
、
閣
議
で
の
岩
倉
の
主
張
で
あ
っ
た
延
期
論
と
上
奏
文
を
整
含
さ
せ

る
た
め
で
あ
っ
た
。
原
上
奏
文
の
ま
ま
に
す
れ
ば
「
閣
下
（
岩
倉
）
最
初
ノ
晧
ノ

　
議
ノ
御
倉
論
（
閣
議
で
の
延
期
論
）
ハ
全
ク
一
時
ノ
事
ニ
テ
之
レ
ア
リ
タ
ル
ベ
ク

　
ト
議
論
致
ス
モ
ノ
可
有
之
奉
存
」
と
大
木
が
、
こ
の
書
翰
の
本
文
で
述
べ
て
い
る

　
よ
う
に
、
閣
議
で
の
主
張
と
の
相
違
を
非
難
・
攻
撃
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
の

　
で
あ
る
。
そ
し
て
上
奏
文
を
事
後
的
に
変
更
す
る
と
い
う
、
極
め
て
異
常
な
大
木

　
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
、
閣
議
で
の
主
張
が
内
治
派
に
も
っ
た
拘
束
力
の

　
大
き
さ
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
変
．
更
は
、
政
変
後
の
新
政
府
が

　
延
期
論
を
そ
の
対
朝
方
針
と
し
て
ひ
き
う
け
る
こ
と
を
決
意
し
た
こ
と
を
示
し
て

　
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
も
っ
と
も
大
木
自
身
は
、
引
用
文
の
後
半
に
示
ざ
れ
る
よ
う
に
、
西
郷
ら
が
下

　
野
し
た
以
上
は
、
延
期
論
を
方
針
と
し
て
お
い
て
も
適
当
に
処
理
し
う
る
と
考
え

　
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
こ
れ
が
大
き
な
困
難
を
新
政
府
に
も

　
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

⑯
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
『
伊
藤
榑
文
関
係
文
雷
』
五
、
塙
書
房
、
一
九

　
七
七
、
一
〇
〇
、
一
頁
。

⑰
な
お
台
湾
出
兵
に
つ
い
て
は
、
政
変
以
後
高
ま
っ
た
士
族
の
不
満
へ
の
融
和
策

　
と
す
る
位
置
づ
け
が
、
す
で
に
「
般
化
し
て
い
る
。
し
か
し
新
政
府
は
…
方
で
は
、

　
家
禄
税
の
新
設
と
い
う
士
族
と
対
立
す
る
政
策
も
成
立
直
後
に
行
っ
て
お
り
、
士

　
族
へ
の
融
和
策
と
い
う
一
般
的
説
明
で
は
、
新
政
府
の
政
策
を
と
く
こ
と
は
で
き

　
な
い
。
不
平
士
族
に
対
し
、
一
方
で
は
融
和
、
他
方
で
は
対
立
と
い
う
新
政
府
の

　
政
策
に
内
在
す
る
論
理
を
と
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
論
理
は
本
稿

　
で
見
た
使
節
延
期
論
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
で
述
べ
る
こ
と
に

　
す
る
。

100 （244）

お
　
わ
　
り
　
に

本
稿
を
お
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
政
変
に
至
る
朝
鮮
問
題
の
展
開
を
、
今
ま
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
要
約
す
る
こ
と
に
す
る
。



折脚論政変と朝鮮政策（高橋）

　
大
修
使
交
渉
が
行
詰
っ
た
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
、
日
本
政
府
内
に
お
い
て
強
硬
論
（
「
皇
使
」
派
遣
論
）
と
「
穏
健
」
論
の
二
つ
の
連
勝
交
渉

路
線
が
形
成
さ
れ
た
。
明
治
三
年
六
月
（
一
八
七
〇
年
七
月
）
頃
、
両
者
は
き
び
し
く
対
立
す
る
が
、
結
局
、
対
朝
開
戦
に
つ
な
が
る
前
者
は
後

者
に
抑
え
こ
ま
れ
た
。
廃
藩
置
県
直
後
、
欧
米
へ
の
岩
倉
使
節
団
派
遣
を
前
に
し
て
政
府
内
で
両
路
線
の
対
立
が
ま
た
も
発
生
し
、
明
治
四
年

一
一
月
九
日
目
一
八
七
一
年
一
二
月
二
〇
日
）
、
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
の
最
高
首
脳
の
会
議
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
使
節
団
帰
国
ま
で
は
朝
鮮
問
題

は
凍
結
す
る
と
い
う
「
穏
健
」
路
線
に
立
っ
た
決
定
が
行
わ
れ
た
。

　
一
一
月
＝
一
日
岩
倉
使
節
団
は
出
発
し
た
。
あ
と
を
預
か
る
留
守
政
府
は
、
日
朝
間
の
折
衝
を
中
断
し
、
在
留
邦
人
の
引
揚
を
行
い
、
先
の

会
議
の
凍
結
方
針
を
実
行
し
た
。
し
か
し
中
断
に
至
る
交
渉
過
程
に
お
い
て
は
、
明
治
ヨ
年
以
来
棚
上
げ
が
図
ら
れ
て
い
た
日
朝
間
の
原
則
的

対
立
点
（
皇
．
勅
問
題
）
を
復
活
さ
せ
る
と
い
う
強
硬
な
姿
勢
を
示
し
た
。
留
守
政
府
に
は
有
力
な
対
外
強
硬
論
者
が
お
り
、
彼
ら
が
か
か
る
姿

勢
を
と
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
後
半
以
降
、
留
守
政
府
は
対
外
強
硬
路
線
に
ま
す
ま
す
傾
い
て
行
き
、
台
湾
出
兵
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

台
湾
出
兵
は
大
蔵
省
を
中
心
と
す
る
木
戸
派
の
抵
抗
で
お
さ
え
ら
れ
た
が
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
五
月
、
井
上
大
蔵
大
輔
が
失
脚
す
る
と
対

外
強
硬
論
へ
の
政
府
内
の
歯
止
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
か
か
る
状
況
の
下
に
五
月
三
一
日
付
の
広
津
報
告
が
到
着
す
る
と
、
対
外
強
硬
論
が
一

挙
に
噴
出
、
郎
時
出
兵
論
で
あ
る
朝
鮮
議
案
が
閣
議
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
の
朝
鮮
議
案
に
対
し
西
郷
は
反
対
し
、
自
分
が
非
武
装
の
使
節
と
し
て
朝
鮮
に
行
く
こ
と
を
代
案
と
し
て
提
起
し
た
。
こ
の
提
案
は
、
即

時
出
兵
よ
り
開
戦
に
い
た
る
こ
と
を
防
ご
う
と
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
従
来
そ
の
実
施
が
お
さ
え
ら
れ
て
き
た
植
芝
使
」
派
遣
論
で
あ
り
、

交
渉
不
調
の
場
合
は
開
戦
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
、
西
郷
は
交
渉
の
不
首
尾
（
使
節
の
「
暴
殺
」
）
を
予
期
し
て
お
り
、
彼

の
こ
の
提
案
は
強
硬
路
線
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
留
守
政
府
は
か
か
る
西
郷
遣
使
を
八
月
一
七
日
の
閣
議
で
「
内
決
」
し
た
。
こ
の
決
定
は
、

岩
倉
使
節
団
出
発
直
前
の
朝
鮮
問
題
凍
結
方
針
の
修
正
で
あ
る
と
と
も
に
明
治
二
年
以
来
お
さ
え
ら
れ
て
い
た
強
硬
路
線
の
勝
利
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
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一
方
、
大
久
保
・
木
戸
・
岩
倉
は
、
こ
の
閣
議
の
前
後
、
欧
州
よ
り
帰
国
し
て
い
た
。
彼
ら
は
対
朝
戦
争
に
つ
な
が
る
西
郷
遣
使
に
内
治
優

先
論
の
立
場
よ
り
反
対
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
〇
月
一
四
日
の
閣
議
で
は
、
西
郷
と
の
決
裂
を
さ
け
る
た
め
に
、
西
郷
の
方
に
争
点
を
近
づ
け
、

遣
半
里
定
論
で
は
な
く
、
延
期
論
を
唱
え
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
西
郷
は
納
得
せ
ず
、
対
立
は
決
定
的
な
も
の
と
な
り
、
結
局
、
西
郷
ら
の
下

野
、
政
府
の
分
裂
、
征
韓
論
政
変
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
政
変
の
権
力
闘
争
に
お
い
て
は
内
治
派
は
勝
利
を
し
め
た
。
し
か
し
朝
鮮
政
策
に
つ
い
て
は
、
閣
議
で
自
ら
主
張
し
た
延
期
論
に
拘
束
さ
れ
、

対
露
交
渉
解
決
後
の
遣
使
を
方
針
と
し
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
以
後
の
政
策
展
開
に
大
き
な
制
約
を
う
け
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
以
上
の
過
程
を
ふ
ま
え
て
こ
の
時
期
の
朝
鮮
問
題
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
明
治
六
年
後
半
、
対
戦
強
硬
論
が
高
ま
り
、
朝
鮮
問
題
は
政
府
の
中
心
的
争
点
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
、
対
戦
強
硬
論
は
な
ぜ
高
ま
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
朝
鮮
現
地
に
お
い
て
特
に
情
勢
に
変
化
が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
高
揚
の
要
因
は

日
本
国
内
の
情
況
に
あ
っ
た
。
即
ち
留
守
政
府
に
内
在
し
て
い
た
対
外
強
硬
志
向
が
、
開
化
政
策
の
強
行
に
対
す
る
国
内
的
不
満
の
高
ま
り
・

井
上
失
脚
に
よ
る
強
硬
論
へ
の
歯
止
の
消
失
と
い
う
状
況
の
上
で
、
五
月
三
一
日
付
広
津
報
告
と
い
う
わ
ず
か
な
き
っ
か
け
に
よ
り
、
朝
鮮
に

対
し
て
噴
出
し
た
の
が
、
こ
の
時
の
翌
朝
強
硬
論
の
高
ま
り
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
早
朝
強
硬
論
に
お
い
て
は
、
今
後
日
本
は
朝
鮮
を
い

か
に
扱
う
べ
き
か
と
い
う
、
外
交
戦
略
の
基
本
問
題
へ
の
審
議
を
欠
い
た
ま
ま
、
即
時
出
兵
や
西
郷
遣
使
と
い
う
具
体
論
の
み
が
突
出
し
て
い

た
。
こ
の
時
の
翌
朝
強
硬
論
の
高
ま
り
を
、
そ
の
発
生
要
因
・
政
策
内
容
よ
り
見
れ
ば
、
そ
れ
は
外
交
問
題
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
国
内
政
治

問
題
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
留
守
政
府
が
光
差
強
硬
路
線
に
つ
き
進
ん
だ
た
め
、
明
治
二
年
以
来
の
朝
鮮
政
策
の
二
つ
の
路
線
の
対
立
が
、
こ
の
時
ま
た
も
発
生
、
し
か

も
か
っ
て
な
い
鋭
さ
で
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
朝
鮮
と
の
国
交
樹
立
と
い
う
国
権
主
義
的
感
情
を
刺
激
し
や
す
い
懸
案
が
存
在
し
て
い
る

限
り
、
か
か
る
対
決
の
発
生
は
、
そ
の
直
接
の
要
因
は
と
も
か
く
、
い
っ
か
は
不
可
避
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
の
対
決
の
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あ
り
様
、
即
ち
そ
れ
が
政
府
の
分
裂
を
も
た
ら
す
ま
で
に
き
び
し
い
も
の
と
な
っ
た
こ
と
・
内
治
派
一
「
穏
健
」
論
者
の
勝
利
に
も
か
か
わ
ら

ず
近
い
将
来
に
遣
使
を
行
う
と
い
う
決
定
を
な
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
必
然
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
鰐
決
の
き
び
し
さ
は
、
西

郷
の
頑
な
な
姿
勢
に
大
き
な
要
因
が
あ
っ
た
が
、
八
月
一
七
日
の
「
内
鼠
」
の
位
置
に
つ
い
て
の
理
解
の
行
違
い
が
な
け
れ
ば
、
彼
は
あ
れ
ほ

ど
強
硬
な
態
度
を
と
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
新
政
権
の
対
朝
方
針
は
内
治
派
の
一
〇
月
一
四
、
五
日
の
閣
議
で
の
主
張
に
拘
束
さ
れ
た
が
、
い

か
な
る
主
張
を
こ
こ
で
と
る
か
は
ま
さ
に
彼
ら
が
判
断
し
う
る
問
題
で
あ
っ
た
（
そ
し
て
西
郷
と
の
決
裂
を
さ
け
る
べ
く
争
点
の
移
行
を
お
こ
な
っ
た

こ
と
は
、
そ
れ
で
も
彼
の
納
得
を
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
結
果
的
に
は
不
適
切
な
判
断
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
）
。
そ
し
て
こ
れ
は

危
機
的
状
況
に
お
け
る
、
政
治
主
体
の
行
動
・
判
断
が
持
つ
意
味
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
早
晩
、
遣
使
を
実
行
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
い
う
大
き
な
拘
束
を
う
け
た
新
政
権
が
、
以
後
い
か
な
る
対
外
政
策
を
展
開
す
る
の
か
、
そ

れ
と
内
治
優
先
論
と
の
関
連
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿
で
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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was　put　in　the　center　of　conference．　On　the　other　hand，　the　goverment

was　forced　to　recongnize　its　financial　stracture　owing　to　the　decrease　of

payment，　and　secure　the　minimum　sorce　of　revenue　by　means　of　Ritubun

率分and　Saiinkeisairyou斎院旗祭料or　sale　of　oMces成功．　The　increase

of　items　in　the　eMciency　rating　conference　of　Governer　was　connected

with　this　change　of　financial　policy　by　the　goverment．

The　Political　Change　of　Debate　on　the　Expedition

　　　　　to　Korea征韓論and　the　Korean　Policy

by

TAKAHAsHI　Hidenao

　　Since　the　second　half　of　the　1970’s，　doubts　have　been　cast　upon　the

orthodox　view　about　the　political　change　of　debate　on　the　expedition

to　Korea征群論，　thus　stimuiating　scholars’interest　in　the　subject，　This

article　intends　to　place　this　political　change　justly　in　the　whole　frame

of　the　Korean　problem．

　　The　Government　contained　within　itself　opposing　opinions　as　to　the

Korean　problem　since　September　1873－the　group　of　Saig6　insisted　on

an　expeditlon　to　Korea，　whi1e　that　of　Okubo，　Kido，　lwakura　and　others

opposed　it；　the　latter　sustained　a　priority　for　the　inland．　ln　a　Cabinet

session，　however，　the　group　of　Okubo　modified　its　original　stand　and

shifted　to　a　compromising　postponement　of　an　expedition．　The　aim　of

this　shift　was　to　avoid　a　break－up　with　Saigo　who　got　the　wrong　idea

from　the　Cabinet　decision　made　on　August　17　and　brooded　over　it．

Nevertheless，　this　compromise　on　the　part　of　Okubo　turned　out　to　be

not　enough　to　convince　Saig6，　and　consequently　did　not　avoid　a　division

of　the　Governrnent　and　a　Political　change．　Although　the　group　of　Okubo

won　the　political　change，　the　new　govem皿ent，　bound　by　its　own　assertion

made　in　the　Cabinet　meeting，　obliged　itself　to　execute　an　expedition　to

Korea　before　long．
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